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平成２６年第１回定例会 

斑 鳩 町 議 会 会 議 録 

平成２６年３月３日 

午前９時４５分 開会 

於  斑鳩町議会議場 

 

１，出席議員（１３名） 

１番  宮 﨑 和 彦         ２番  小 林   誠 

３番  中 川 靖 広         ５番  伴   吉 晴         

６番  紀   良 治         ７番  嶋 田 善 行 

８番  小 野  雄         ９番  中 西 和 夫 

１０番  坂 口   徹        １１番  飯 髙 昭 二 

１２番  辻   善 次        １４番  木 澤 正 男 

１５番  木 田 守 彦 

 

１，欠席議員（２名）  

４番  吉 野 俊 明        １３番  里 川 宜志子 

 

１，出席した議会事務局職員  

議会事務局長   藤 原 伸 宏     係  長   大  塚 美 季 

 

１，地方自治法第１２１条による出席者  

町 長  小 城 利 重    副 町 長  池  田 善  

教 育 長  清 水 建 也    総 務 部 長  乾    善 亮 

総 務 課 長  黒 﨑 益 範    企画財政課長   巻 昭 男 

税 務 課 長  加 藤 惠 三    住民生活部長  植 村 俊 彦 

福 祉 課 長  本 庄 德 光    国保医療課長  寺 田 良 信 

健康対策課長   西 梶 浩 司    環境対策課長  栗  本 公 生 

住 民 課 長  清 水 昭 雄    都市建設部長  藤 川 岳 志 

建 設 課 長  川 端 伸 和    観光産業課長  清  水 修 一 

都市整備課長   井 上 貴 至    会 計 管 理 者  西 川   肇 

教委総務課長   山 﨑 善 之    生涯学習課長  佃  田 眞 規 
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上下水道部長   谷 口 裕 司    下 水 道 課 長  上 田 俊 雄 

代表監査委員   佐 伯 知 輝 

  

１，議事日程  

日 程 １． 会議録署名議員の指名  

日 程 ２． 会期の決定について  

日 程 ３． 建設水道常任委員長報告について  

日 程 ４． 厚生常任委員長報告について  

日 程 ５． 総務常任委員長報告について  

日 程 ６． 報告第  １号  監査結果報告について  

日 程 ７． 平成２６年度施政方針について  

日 程 ８． 議案第  １号  斑鳩町空き地の適正管理に関する条例について  

日 程 ９． 議案第  ２号  斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例の一部

を改正する条例について 

日 程１０．  議案第  ３号  平成２５年度斑鳩町一般会計補正予算（第８

号）について  

日 程１１．  議案第  ４号  平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第４号）について  

日 程１２．  議案第  ５号  平成２５年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）について  

日 程１３．  議案第  ６号  平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正

予算（第３号）について 

日 程１４．  議案第  ７号  平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について  

日 程１５．  議案第  ８号  平成２６年度斑鳩町一般会計予算について  

日 程１６．  議案第  ９号  平成２６年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計

予算について  

日 程１７．  議案第１０号  平成２６年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予

算について  

日 程１８．  議案第１１号  平成２６年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予

算について  
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日 程１９．  議案第１２号  平成２６年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算

について  

日 程２０．  議案第１３号  平成２６年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予

算について  

日 程２１．  議案第１４号  平成２６年度斑鳩町水道事業会計予算について 

日 程２２．  議案第１５号  斑鳩町公共下水道施設を安堵町住民の利用に供

することについて  

日 程２３．  諮問第  １号  人権擁護委員の推薦について意見を求めること

について  

日 程２４．  認定第  １号  町道認定について  

 

日 程２５．  同意第  １号  副町長の選任について同意を求めることについ

て 

日 程２６．  陳情第 １号  安全・安心の保育運営を求める陳情書について  

日 程２７．  陳情第  ２号  手話言語法制定を求める意見書の提出を求める

陳情書について  

日 程２８．  報告第  ２号  平成２６年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報

告について  

 

１，本日の会議に付した事件  

議事日程に同じ  
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（ 午前９時４５分 開会 ） 

○議長（中西和夫君）  おはようございます。 

ただいまの出席議員は１３名で、定足数に達しております。  

なお、吉野議員、里川議員から欠席の通告を受けております。  

これより、平成２６年第１回斑鳩町議会定例会を開会いたします。  

ただいまから、本日の会議を開きます。  

初めに、町長より議会招集の挨拶をお受けいたします。  

小城町長。  

○町長（小城利重君）  おはようございます。 

平成２６年第１回町議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆さまには、公私何

かとお忙しい中、お繰り合わせの上ご出席を賜り、厚くお礼を申しあげます。  

平素は、町政諸般にわたり、格別のご支援とご協力を賜り、心から感謝を申しあげま

す。 

さて、本定例会は、斑鳩町空き地の適正管理に関する条例などについて、２０議案を

提出させていただいております。  

いずれの議案につきましても温かいご審議を賜りまして、原案どおりご承認いただき

ますようお願い申しあげます。  

また、去る１月２８日から２月３日まで５日間にわたり、佐伯、中川両監査委員には

平成２５年度の定期監査を実施していただいたところでありますが、終始熱心かつ厳正

な監査を賜り、ここに深く感謝を申しあげる次第であります。本日その結果をご報告い

ただくことになっておりますが、よろしくお願い申しあげます。  

平成２６年度の施政方針及び提出議案の説明は、後刻とさせていただくこととし、簡

単でございますが、招集の挨拶とさせていただきます。  

ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  ただいまから、議事に入ります。  

本定例会の議事日程は、お手元に配布いたしております議事日程表のとおりでありま

す。 

よって、これに従い議事を進めてまいります。 

まず、日程１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員には会議規則第１

２７条の規定により議長において指名いたします。  

本定例会の会議録署名議員には、１４番  木澤議員、１５番 木田議員を指名いたし
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ます。両議員には会期中よろしくお願いをいたします。  

続きまして、日程２、会期の決定についてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本定例会の会期を本日から３月２５日までの２３日間と定めることについて、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月

２５日までの２３日間と決定いたしました。  

続きまして、日程３、建設水道常任委員長報告についてを議題といたします。  

平成２５年第５回斑鳩町議会定例会において、建設水道常任委員会の閉会中における

継続審査とされましたことについての審査結果の報告を求めます。  

１１番、飯髙委員長。  

○建設水道常任委員長（飯髙昭二君）  皆さん、おはようございます。  

それでは、去る２月１８日、建設水道常任委員会を開催させていただきましたので、

ご報告をいたします。  

初めに、１．継続審査、（１）都市基盤整備事業に関することについて、①公共下水

道事業に関することについて報告を受けました。  

最初に、平成２５年度の下水道工事進捗状況について、町の主要な幹線管渠工事では、

岡本汚水幹線２工区工事を平成２３年度から平成２５年度までの３か年継続事業として

取り組んでいるところです。また、平成２４年度から平成２５年度までの２か年継続事

業として取り組んでいる目安汚水幹線工事についても、３月中旪の完成に向けて工事を

進めているとのことです。  

次に、面整備工事では、各地内の工事状況について詳細にわたり報告がありました。 

続いて、公共下水道接続申請状況については、平成２６年１月末の状況では、２５年

度に入り、公共下水への接続申請を１６８件、申請総数が２，８８３件、利用世帯数は

３，２７２世帯とのことです。また、接続率は６６．６％となっております。なお、融

資あっせん利用総数は４２件、浄化槽雨水貯留施設への転用申請総数は３８件です。  

続いて、平成２５年度末見込みの供用開始区域図が提示され、予定処理区域２９０ｈ

ａに国道２５号線の龍田大橋交差点から上新電機前の歩道設置工事にあわせての下水工

事と下水道法２４条に基づき開発行為の事業者により下水道管の埋設される部分を含む

４ｈａを編入し、現在、上位計画である大和川上流流域下水道計画との整合及び事務手
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続きなどの作業を進めているとのことです。  

さらに、平成２６年度には、整備予定面積約８ｈａ、整備管渠延長約３ｋｍ、整備戸

数約３００件を見込んでいるとの報告がありました。  

委員より、新しく編入になる開発地の埋設管について、また、来年度に予定されてい

る整備予定区域における集中浄化槽のある地域への地元説明について質疑があり、一定

の答弁がありました。  

次に、②都市計画道路の整備促進に関することについて報告を受けました。  

まず、いかるがパークウェイについて、岩瀬橋の橋桁を架ける工事が１月の３０日に

完了し、引き続き橋を完成させるための工事や周辺の整備が進められているところです。

なお、工期の関係について、当初２月２８日までの工期が３月３１日まで延長されると

のことです。  

また、３月の２９日、稲葉車瀬区間の開通記念行事として現地見学会の開催を予定し

ており、現在、その実施内容等、詳細について奈良国道事務所と調整を図りながら準備

を進めているとの報告がありました。  

続いて、法隆寺線整備事業では、国道２５号取付部分の関係について、国道明示等土

地の境界の立会いを行ったところであり、事業用地の面積を確定する作業を進めている

とのことです。引き続き協議を行い、交渉も進展しており、契約が締結できる見込みと

なっていることから、３月の定例会に補正予算を上程させていただきたいとの報告があ

りました。  

委員より、パークウェイの工事延長の理由について質疑があり、担当課より、一部追

加工事による影響とのことです。また、法隆寺線の開通における交通量の増加に伴う交

通安全対策についての質疑では、法隆寺線と国道２５号線と接続された際に、奈良国道

事務所において交通量の実態調査を行い、地域の交通量を把握するとのことです。  

次に、③ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することについて報告を受けました。  

駅北口から南北の町道３１２号線、その整備の関係について、路線東側で残っていた

１件について、昨年の１２月２０日に暫定の整備工事も完了しているとの報告がありま

した。委員からは、質疑はありませんでした。  

次に、２．各課報告事項について。  

まず初めに、（１）斑鳩町まちなか観光景観形成事業補助金交付要綱について報告が

ありました。内容については、割愛をさせていただきます。  

委員より、斑鳩町まちなか観光景観形成事業の記者発表について、また、重点区域の
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拡大などの質疑があり、一定の答弁がされています。  

次に、（２）一般国道２５号斑鳩町歩道設置事業について報告がありました。  

龍田大橋前後の歩道設置事業については、奈良国道事務所において継続的に用地交渉

が進められています。  

さらに、法隆寺地区の町営法隆寺観光自動車駐車場から法隆寺東交差点までの間の歩

道設置については、用地取得に向けての用地測量調査や建物等の補償物件調査が進めら

れ、現在、用地交渉が行われています。  

また、町営法隆寺観光自動車駐車場東側の飲食店店舗については、年度内において契

約ができるように進められています。  

委員からは、質疑はありませんでした。  

各課報告事項の後、担当課より、県道天理斑鳩線の中宮寺交差点の改良工事について

報告がありました。県事業として長年の間、関係地権者の用地交渉を重ねてきた結果、

２月の１０日を最終に契約がまとまり、今後、建物の取壊しの確約や改良工事に向け、

町として要望していきたいとの報告がありました。委員からは、質疑はありませんでし

た。 

続いて、３．その他について、各委員より質疑、ご意見をお受けしたところ、工事現

場における業者や職員へのヘルメットの着用について、また、富雄川の浚渫後の堆積物

の処理についての指摘があり、一定の答弁がされています。  

以上が、閉会中に開催いたしました委員会の概要です。詳細につきましては、会議録

に整理させていただいておりますので、ご覧いただきたいと思います。  

ご静聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  次に、日程４、厚生常任委員長報告についてを議題といたします。

同じく、閉会中における継続審査とされましたことについての審査結果の報告を求めま

す。 

１２番、辻副委員長。  

○厚生常任副委員長（辻善次君） それでは、厚生常任委員会の委員長報告を、委員長欠

席ですので、私のほうから報告させていただきます。  

去る２月１９日、水曜日に委員会を開催いたしましたので、ご報告いたします。  

当日は、吉野委員が欠席でした。  

まず初めに、継続審査案件の１として、環境保全及びごみ減量化・資源化の推進に関

することについてを議題としました。  
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冒頭で、２月１４日の積雪によるごみ・資源物の収集を中止し、翌日、収集及び搬出

をしたことの報告をされました。  

まず、ごみ積替え施設の竣工に伴い１２月２１日に行われた施設見学会には５５名の

参加があり、そのうち広報紙を見て参加された方が３１名おられたことなど、また、１

月１４日の稼動開始セレモニーには約５０名の参加が行われたことなどの報告がされま

した。稼動開始からのごみの搬出状況では、これまで段差ホッパ方式では、多いときに

は１日６台のコンテナ車が搬出していたのが、ダストドラム方式になって、最大でも１

日５台のパッカー車の搬出となり、通行の面でも効果が出始めているとのことでした。

また、可燃ごみ以外のごみ・資源物の委託処理契約についても３年の複数年契約にする

ことについて、ヤマゼン株式会社より見積りの提示があったとのことで、不燃ごみにつ

いては、現在、１ｔ当たり税抜き３１，０００円の委託料ですが、３年契約では処理委

託料１ｔ当たり税抜きで２２，０００円に、運搬料、コンテナ１台につき税抜き１２，

０００円になります。また、その他プラスチック類についても、現在、１ｔ当たり税抜

き２９，０００円の委託料が、３年契約では１ｔ当たり税抜き１５，０００円に、運搬

料、コンテナ１台につき１２，０００円の見積りとなった。この見積りから算出すると、

不燃ごみの今年の見込み量８２０ｔとすると、４月からの消費税８％では、現行、税込

み１ｔ当たり３３，４８０円となり、委託処理料の総額は約２，７４５万円となるが、

３年契約の場合は処理委託料単価は税込み１ｔ当たり２３，７６０円で委託料１，９４

８万円に、運搬回数を実績から３６８台で、１台当たりの運搬料が税込み１２，９６０

円で年間約４７７万円となり、委託料、運搬料とで約２，４２５万円となり、単年度で

は約３２０万円の委託料が削減できるとのことです。これまでの運搬込みの処理委託料

という契約だったが、コンテナに半分程度の量でも搬出していたので、年間３６８台の

運搬回数も、容量いっぱいにして搬出することで運搬回数も減るとの見込んでいるとの

ことでした。また、消費税１０％になったときの試算も同様に行われていることが報告

されました。なお、枝葉・草類については処理量が安定していないこと、カン・ビン類

については金属類の売買価格に変動があることから、今回は複数年契約を見送っている

とこのことでした。  

委員からは特段の質疑はありませんでしたが、雪などの天候に対して積替え施設への

出入りについての安全確保などについての意見があり、一定の答弁がされています。  

以上、報告を受け、一定の審査をしたということで終わりました。  

次に、各課報告事項についてを議題とし、順次報告を受けることとしました。  
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１として、斑鳩町高齢者優待券交付事業実施要綱の一部を改正する要綱について、よ

り多くの高齢者に広く利用していただけるように優待券の種類をふやし、選択肢を拡大

することなどの見直しを行うもので、ＪＲやタクシー事業者との協議・調整を進める中

で、２６年度から実施できることが報告され、また、提出された資料に基づいて、現在

のバスカードがＣＩ－ＣＡになること、ＩＣＯＣＡカードとタクシー乗車券が追加され、

給付がふえ、予算の関係から金額は尐し下がるとのことで説明があり、高齢者への周知

は重要なことから、３月１５日の広報お知らせ版に挟み、配布したいと考えており、委

員会での理解を求められ、報告がされました。  

委員から、実施後の利用状況の検証について、２として、ＣＩ－ＣＡ・ＩＣＯＣＡの

保証金の５００円の会計処理について、３として、どれぐらいのタクシー会社が参入し

てくれるか、また、利用できるタクシーの告知について、４つとして、タクシー券のお

つりの扱いについて、５つとして、いきいきの里の入館券の利用実績と枚数の考え方に

ついて、６つとして、４月１日から事務処理が大変な状況になることの対策について、

７つとして、これらの券をなくされた場合の取扱いを明記しておくことについてなど質

疑、意見があり、一定の答弁がされています。  

委員会として、この要綱改正については委員皆さんにご理解いただいたということで

終わりました。  

２点目として、斑鳩町乳幼児Ｂ型肝炎ワクチン接種費用助成金交付要綱について、提

出された資料の要旨をもって説明がされました。あわせて４月広報に住民に周知してい

くという報告がされました。  

委員から、全国の取り組み状況と当町の取り組んだ動機について質疑があり、一定の

答弁がされています。  

３点目ですが、斑鳩町スズメバチ被害防止対策補助金交付要綱について、全国的にも

被害も多く、当町でも問合せが多くなっていることから、提出された資料の要旨をもっ

て要綱の報告がありました。  

委員から、１つとして、１万円を限度とした根拠について、２つとして、自ら駆除が

困難なものの判断のしかたについて、３つとして、ハチの駆除をする業者についてなど

の質疑があり、一定の答弁がされています。  

４点目として、斑鳩町紙おむつ類専用指定袋交付要綱の一部を改正する要綱について、

委員からも意見があり、利用者にアンケートをする中で改正するもので、０歳児はおむ

つを替える頻度が高く、年齢が上がるにつけおむつを必要としなくなることから、全体
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の総枞を変えずに、年齢により枚数を変更するものであるとの報告されました。  

１つとして、既に利用されている方の取扱いについて、２つとして、現在の交付状況

について等の委員から質疑があり、一定の答弁がされています。  

その他の報告についてでは、１点目として、父子家庭新入学児童激励事業を２６年度

から廃止することについて、町の単独事業として実施されてきた、母子家庭と格差のあ

った父子家庭の福祉施策がこの間に同様の条件に適用されるようになったことから、こ

の事業の役割を終えたものとして廃止をしていきたいとの報告がありました。  

委員から、年子で兄弟などがあった場合の対策についてとの意見がありました。  

２点目として、住宅用太陽光発電システム設置補助事業の廃止について、国・県が実

施してきた再生可能エネルギーの普及及び促進するための事業が、一定の普及拡大がで

きたこと、今年度をもって廃止することから、当町の補助金交付は国の補助決定を受け

た方に申請していただいていたことから、検討の結果、廃止することにしたという報告

がされました。  

１点目として、委員からの質疑では、補助された期間と申請件数について、２点目と

して、県内でこの事業を行っている市町村と今後続けて市町村単独で行うことについて

等の質疑があり、一定の答弁がされています。  

以上で、各課報告事項については終わりました。  

続いて、その他についてを議題としたところ、たつた保育園の駐車場について、近隣

住民にもご迷惑をおかけしているとともに、とにかく前の道が狭いことから余計に出入

りにもスムーズにいかず、混乱し、危険な状況であるという保護者からの何とかならな

いかとの要望について質疑があり、一定の町長の考え方が述べられました。  

以上が、閉会中に開催いたしました委員会の概要です。詳細につきましては、会議録

に整理いたしておりますので、ご覧いただきますようお願いいたしまして、委員長報告

とさせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  次に、日程５、総務常任委員長報告についてを議題といたします。

同じく、閉会中における継続審査とされましたことについての審査結果の報告を求めま

す。 

１４番、木澤委員長。  

○総務常任委員長（木澤正男君）  それでは、２月２０日、全委員出席のもと総務常任委

員会を開催いたしましたので、その概要について報告をさせていただきます。  
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まず最初に、継続審査案件であります、斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整

備保存に関することについてを議題とし、理事者に報告を求めたところ、担当課長より、  

斑鳩町文化財活用センターの運営について  ２月２７日から３月１８日まで、冬季企画

展「法起寺の歴史をさぐる一法起寺出土瓦展」が開催されること、また、運営委員会の

中で、これまで年４回開催してきた展示会を春と秋の２回に減らし準備期間を設け充実

を図りたいとの意見があったとの報告がありました。  

続いて、史跡中宮時跡の整備について、スロープをつけバリアフリー化することや礎

石を復元すること、また、地元からの要望に応え、現在ある水路を変更し、調整池を作

ることなどが報告されました。  

これらの報告に対し、委員より、水路変更による現況への影響について、また、企画

展を年４回から２回に減らすことへの影響について質疑があり、一定の答弁がされてい

ます。 

以上が、継続審査案件に関する審査の概要です。  

次に、各課報告事項を議題とし、報告を求めたところ、担当課長より、斑鳩町協働の

まちづくり指針及び斑鳩町協働のまちづくり条例（素案）のパブリックコメントについ

て、パブリックコメントを実施したところ１件の意見があったが、内容を変更するよう

なものではなかったため案のとおりに取りまとめた。そして、本年４月に斑鳩町協働の

まちづくり指針２０１４概要版を町内全戸配布する予定であること。  

続いて、斑鳩町協働のまちづくり条例については、条例案の説明とともに、条例の素

案に対し本年３月にパブリックコメントを実施し、６月議会に上程する予定であるとの

報告がありました。  

報告に対し、委員より、条例に対する議会の関わり方についてなどの質疑があり、一

定の答弁がされています。  

次に、奈良県広域消防組合に関する平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺

町及び河合町に係る協定書について、奈良県広域消防組合規約の中で区分西和として西

和７町で協定を締結し、組合議員の選出方法や任期などを定めるものであり、平成２６

年１月２３日に７町の町長名で協定を締結したとの報告がありました。  

次に、臨時職員の貸金改定について、奈良県の最低賃金が平成２５年度に１１円引き

上げられたことに伴い、本町の臨時職員それぞれの職種において、時間給２０円、日給

１６０円、月給３，２００円の引上げを本年４月１日から行うとの報告がありました。  

報告に対して、委員より、実際の労働日数とかみ合っているのか、委託料などにも影
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響があるのか、説明資料の中で整合性が取れていない部分があるのではないか、ボーナ

スの引上げはしないのかなどの質疑があり、一定の答弁がされています。また、資料の

中で整合性が取れていない部分については、整理をして次回の委員会に再度提出してい

ただくことといたしました。  

次に、平成２６年度税制改正大綱（地方税関係）の概要について、平成２６年度税制

改正大綱のうち、地方税に関係するものについて報告を受けました。  

次に、職員採用試験の結果について、一般事務職５名、保育士３名、幼稚園教諭１名、

保健師１名の計１０名の採用を内定したが、一般事務職のほうで１名の辞退者が出てい

るとの報告がありました。  

報告に対して、委員より、退職予定者の状況について、辞退者に対する補欠制度の対

応について質疑があり、今年度の退職予定者数は１１名であることを含め、一定の答弁

がされています。  

次に、各学校のインフルエンザによる学級閉鎖の状況について、斑鳩小学校では、２

年３組、３年２組、４年４組で、斑鳩東小学校では、４年１組、２年１組、２年３組、

６年１組でそれぞれ学級閉鎖を行ったとの報告がありました。  

報告に対して、委員より、学級閉鎖による授業の遅れについて質疑があり、一定の答

弁がされています。  

次に、その他について、委員の皆さんにおたずねしましたが、特段の質疑等はござい

ませんでした。  

以上が、閉会中の総務常任委員会における審査結果の概要です。なお、詳細につきま

しては会議録にまとめておりますので、ご一読いただきますようお願いいたしまして、

報告とさせていただきます。  

○議長（中西和夫君）  以上で、閉会中における各委員会の委員長報告が終わりました。  

次に、日程６、報告第１号 監査結果報告についてを議題といたします。  

佐伯代表監査委員の報告を求めます。  

佐伯代表監査委員。  

○代表監査委員（佐伯知輝君） では、先日行いました定期監査と、昨年の１１月に行い

ました財政援助団体、こちらの監査の報告をいたします。  

では、まず、定期監査結果の報告なんですが、この報告書に従って説明をさせていた

だきます。  

まず、１ページ目から。 
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平成２５年度定期監査結果報告書  

地方自治法第１９９条第４項の規定により、平成２５年度の定期監査を実施したので、

同条第９項の規定により報告書を提出します。  

平成２６年３月３日  

斑鳩町監査委員 佐伯 知輝 

斑鳩町監査委員 中川 靖広 

監査の概要。監査の実施期間、平成２６年１月２８日から平成２６年２月３日まで。

監査の実施者、監査を実施した監査委員は、佐伯知輝、中川靖広の２名である。監査の

対象は、以下のとおりです。その次のページ、３ページいきまして、４番、監査の目的、

着眼点及び監査手続きも、以下のとおりです。  

その次にいよいよ監査の結果ですが、予算の執行及び事業の管理状況、監査の結果、

監査の対象となった各課等の予算に係る財務に関する事務は以下のとおり適正に執行さ

れ、また、水道事業に係る経営も適正に行われているものと認められた。  

なお、帳票、証憑の管理も内部牽制が良好に働いており、各会計数値とも正確に記帳

計算されているものと認められた。  

一般会計、各特別会計及び水道事業会計に係る平成２５年１２月末日現在における歳

入歳出予算の執行状況の概要は次のとおりである。  

まず、一般会計ですが、収支の状況としまして、一般会計の歳入歳出予算の執行状況

は別表１のとおりで、この別表１っていうのがですね、別表というのが、本文が１８ペ

ージで終わりまして、その後から別表をつけておりまして、具体的に別表の１といいま

すと１９ページになります。本文に戻ります。別表１のとおりで、予算現額９１億４，

４５０万３千円に対し歳入の収入済額は６０億２，７０５万１千円で、執行率６５．

９％、前年度６６．９％は、前年度と比較して１．０ポイントの減となっている。  

一方、歳出の支出済額は４５億１，１２２万７千円で、執行率５０．７％、前年度５

２．３％は、前年度と比較して１．６ポイントの減となっている。  

各款ごとにおける歳入歳出予算の執行状況の主な内容は次のとおりである。  

歳入の状況。まず、町税ですが、町税は、予算現額２８億８，６２５万円に対し収入

済額は２１億８，４３９万３千円で、執行率７５．７％、前年度７４．５％は、前年度

と比較して１．２ポイントの増となっている。  

町税の税目ごとの収納状況は別表９、別表９はですね、一番最後のページになりまし

て、その折りたたんで入れているやつの表面のほうです。本文に戻ります。収納状況は
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別表９のとおりであるが、町税全体の調定額は２９億６，８２８万７千円、前年度２９

億５，６１２万３千円で、前年度に比べ１，２１６万４千円の増加となっている。  

町税の収納状況については、個人町民税は前年度より８９５万円増加の９億８，７２

５万２千円、前年度９億７，８３０万２千円となったが、法人町民税では景気低迷の影

響により、残念ながら前年度より５４６万３千円減尐の６，４８４万６千円、前年度が

７，０３１万円です。で、町民税全体では前年度より３４８万７千円増加の１０億５，

２０９万８千円、前年度１０億４，８６１万２千円となっている。  

一方、固定資産税は、地価下落に伴う時点修正を行ったものの、家屋の新築が上回っ

たことから、前年度と比較して１，２０５万８千円の増加、都市計画税も同様の理由で

前年度と比較して１９４万５千円の増加となっている。  

軽自動車税は、普通車から軽自動車への買替え需要により、前年度と比較して５９万

円の増加となっている。 

たばこ税は、平成２２年の税率引上げや健康意識の高まりにより販売量が減尐したも

のの、法人税に係る実効税率の引下げに伴う県からの税源移譲により、本年度は前年度

と比較して８３５万１千円の増加となっている。  

滞納整理の状況では、滞納者に対し、納税催告や債権調査予告といった文書催告に加

え、個人町民税の滞納者に対しては地方税法第４８条に基づく徴収及び滞納処分の奈良

県への引継ぎを予告する旨の催告、県内一斉滞納整理期間においては赤色封筒による文

書催告等を行っている。なお、再三の督促にもかかわらず納付あるいは納付相談のない

未納者については、判明した財産の差押えなどの滞納処分や法令に基づく厳しい対応を

行っていると。先月の２月の例月でも、厳しい対応をお聞きしています。いいことだと

思います。  

その他の税収。その他税収の税目別の状況は次のとおりで、収入済額合計は２億３，

７６５万２千円、前年度２億４，３９３万４千円で、前年度と比較して６２８万２千円

の減収、執行率７０．４％、前年度６９．６％は、前年度と比較して０．８ポイントの

増となっています。  

その次に、地方交付税のほうですが、地方交付税は、予算現額２３億１，２０８万２

千円、前年度２２億９，２９１万４千円に対し収入済額は２１億７６１万２千円、前年

度２０億７，６４４万４千円で、執行率９１．２％、前年度９０．６％は、前年度と比

較して０．６ポイントの増となっている。  

その次、分担金及び負担金。分担金及び負担金は、予算現額１億４，１２７万２千円
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に対し収入済額は９，１１０万２千円で、執行率６４．５％、前年度６９．７％は、前

年度と比較して５．２ポイントの減となっている。分担金は土地改良事業費分担金、負

担金は保育園保育料、老人福祉施設措置費負担金、障害者福祉の地域活動支援センター

他市町村入所負担金である。  

使用料及び手数料。使用料及び手数料は、予算現額２億２，７９９万５千円に対し収

入済額は１億６，３６６万６千円で、執行率７１．８％、前年度７２．４％は、前年度

と比較して０．６ポイントの減、前年度より５０３万５千円の減尐となっているが、町

営自転車駐車場ではＪＲ法隆寺駅周辺で民間の自転車預かり所が開設されたことから前

年度に比べ１１６万５千円の減尐、観光自動車駐車場では修学旅行の多様化により９２

万５千円の減尐、町営住宅の家賃及び駐車場使用料で１０２万８千円の減尐、幼稚園保

育料では１５１万７千円の減尐、ごみ処理手数料で１２９万円の減尐が主な原因である。  

その他の使用料としては、学童保育室保育料、ふれあい交流センターいきいきの里使

用料、火葬場使用料、道路占用料、スポーツ施設使用料等がある。  

毎年述べているのであるが、町営住宅家賃及び駐車場使用料については、平成２５年

度当初の滞納額は２０２万２千円、住宅家賃が１８１万２千円、駐車場が２１万円であ

ったが、現過年度を合わせた１２月末現在の未納額、平成２６年１月収納予定分を除く、

は２７０万４千円、住宅家賃が２３２万７千円、駐車場３７万７千円と滞納額が６８万

２千円増加しています。前年度の監査、 先生ですが、滞納をふやさないためには何

よりも初期対応が大切であると指摘していらっしゃったんですが、私も同感ですが、住

宅家賃で新規滞納者が８件、駐車場でも７件それぞれ増加しています。また、収納につ

いては古い年度の滞納分から整理されているのは良いが、滞納額が減らずに追い送りと

なっているものも見受けられる。滞納者の生活状況も把握した上で、場合によっては強

い姿勢で滞納解消に取り組む姿勢が求められる。  

本年１月になってから町営住宅管理システム導入業務委託を発注していらっしゃるん

ですが、しているが、当初予算で計画されていたのなら、年度初期、４月、５月、６月

に発注していれば尐しでも事務の効率化につながったのではないかと思われます。決ま

っているのであれば、早めに導入すべきであったと思います。  

次に、手数料の主なものは、戸籍住民基本台帳手数料、住民手数料、狂犬病予防事務

等手数料、ごみ処理手数料、し尿処理手数料であるが、このうちごみ処理について詳述

する。 

可燃ごみについては平成２４年４月より焼却処理を民間委託しているが、処理料金は
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廃棄物の排出量に比例するので生ごみや剪定枝葉の分別収集により排出量の減量化に努

めてきているところである。下表に平成２３年度から３か年の推移を示しているが、平

成２５年の家庭系廃棄物は前年度より１３７ｔ減尐の２，５９８ｔで、対前年度比は９

５．０％となっている。一方、平成２５年度の家庭系資源物は前年度より７４ｔ増加の

１，２２９ｔで、対前年比は１０６．４％となっている。廃棄物の排出量が減尐し資源

物が増加しているのは、住民の分別意識が高まってきたと言えよう。これは、すばらし

いことだと思います。  

なお、平成２５年度の事業系廃棄物については、前年度より６ｔ増加の１，１７４ｔ

で、対前年度比は１００．５％と微増となっているが、事業系廃棄物は経済情勢にも左

右されることからやむを得ないだろう。  

ごみ減量化対策として行っている生ごみや木くず・草類の分別収集について、平成２

３年度から３か年の堆肥化量の年次別推移を下表、といいましても次のページなんです

が、に示している。平成２５年度の生ごみは、前年度より５７．７ｔ増加の２２４．１

ｔで、対前年度比は１３４．７％と大幅増となっている。また、平成２５年度の木く

ず・草類は、前年度より９．２ｔ増加の７２６．７ｔで、対前年度比は１０１．３％と

微増である。  

生ごみの排出量が大幅にふえたのは、平成２５年１２月末のモデル世帯が３，４６５

世帯と前年同期の２，５７３世帯より８９２世帯増加したことが原因である。当町の全

世帯数１１，２２０世帯の約３割がモデル世帯となっているが、生ごみは無料で回収し

ているので、近いうちにはモデルではなく、生ごみは分けて出すのが当たり前となるで

あろう。  

国庫支出金及び県支出金。国庫支出金は、予算現額７億９，００６万２千円に対し収

入済額は４億４，９１４万５千円で、執行率５６．８％、前年度４７．８％は、前年度

と比較して９．０ポイントの増となっている。  

国庫支出金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金、児童手当交付金、繰越事業

分の学校施設環境改善交付金、史跡用地先行取得償還費補助金である。  

県支出金は、予算現額６億７１７万２千円に対し収入済額は１億５，３７５万２千円

で、執行率２５．３％、前年度２８．７％は、前年度と比較して３．４ポイントの減と

なっている。  

県支出金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金、国民健康保険保険基盤安定負

担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、児童手当交付金、乳幼児医療費補助金、介
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護基盤緊急整備等臨時特例補助金、緊急雇用創出事業補助金である。  

その他の歳入。財産収入は、予算現額９１０万５千円に対し収入済額は７８９万７千

円で、執行率は８６．７％となっている。財産収入の主なものは基金利子と土地売払収

入である。  

寄附金は、予算現額４８３万３千円に対し収入済額は７１８万３千円で、執行率は１

４８．６％となっている。執行率が高いのはふるさと納税の寄附金で、文化財と福祉に

対する関心は高い。  

繰入金は、予算現額１億５，２３０万円であるが、財政調整基金からの繰入は未執行

である。 

繰越金は、予算現額どおり６億２７９万２千円全額収入済となっている。  

諸収入は、予算現額５，１５５万７千円に対し収入済額は２，１８５万８千円で、執

行率４２．４％、前年度５０．５％は、前年度と比較して８．１ポイントの減である。  

町債。町債の予算現額は１０億２，１４０万で、その内訳は臨時財政対策債４億９，

４３０万、可燃ごみ積替え施設整備事業債２億１，７６０万、学校教育施設等整備事業

債１億３，４９０万、道路新設改良事業債１億１，１００万、中央公民館リニューアル

事業債３，０００万、土地改良事業債２，０２０万、まちづくり事業債１，０５０万な

どであるが、全て未執行である。  

歳出の状況ですが、議会費。議会費は、予算現額１億１，７０８万２千円に対し執行

済額は９，５６０万４千円で、執行率８１．７％は前年度より０．４ポイントの増とな

っている。  

予算残額の主なものは、人件費、議員報酬である。  

総務費。総務費は、予算現額１１億３，２２２万７千円に対し執行済額は７億１，７

４３万円、執行率は６３．４％、前年度５５．２％で、前年度より８．２ポイントの増

となっているが、前年度は土地開発基金保有地の買戻しや法隆寺五丁地区地域交流館の

工事費及び備品購入費の支払いが残っていたことから執行率が低下していたものである。  

予算残額の主なものは、人件費、職員退職手当負担金、積立金、事務事業委託料であ

る。 

民生費。民生費は、予算現額２７億８８９万１千円に対し執行済額は１４億４，５１

６万３千円で、執行率５３．３％、前年度５３．５％は、前年度と比較して０．２ポイ

ントの減となっている。 

予算残額の主なものは、人件費、扶助費、事務事業委託料のほか、国民健康保険事業
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特別会計、介護保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出金で、いずれも

年度末までに執行予定である。 

衛生費。衛生費は、予算現額１２億２，７７８万８千円に対し執行済額５億６，７１

８万８千円で、執行率４６．２％、前年度５４．３％は、前年度と比較して８．１ポイ

ントの減となっているが、ごみ積替え施設整備工事費の支払いが未執行によるものであ

る。 

予算残額の主なものは、上記のほか人件費、修繕料、廃棄物の処理委託料であり、順

次執行される見込みである。し尿処理場の補修整備については現在施工中であり、年度

末までに執行予定である。  

農林水産業費。農林水産業費は、予算現額１億６１８万８千円に対し執行済額は４，

１１７万３千円で、執行率３８．８％、前年度３４．４％は、前年度と比較して４．４

ポイントの増となっている。  

予算残額の主なものは、人件費のほか土地改良事業に係る用地費、工事請負費及び測

量・登記に要する委託料である。  

商工費。商工費は、予算現額１億１，１０３万７千円に対し執行済額７，３９３万９

千円で、執行率６６．６％、前年度７７．５％は、前年度と比較して１０．９ポイント

の減となっているが、スマートフォンアプリの製作委託、観光会館の耐震改修委託、ま

ちなか再生支援事業委託費の支払いが未執行によるものであり、年度末までに執行され

る見込みである。  

その他、予算残額の主なものは、人件費のほか観光協会への補助金、法隆寺ｉセンタ

ーや観光自動車駐車場の管理運営委託料等の分割払いの残金であるが、いずれも年度末

に精算し、執行される見込みとなっている。  

土木費。予算現額８億９，７７１万２千円に対し執行済額は１億７，７４１万円で、

執行率１９．８％、前年度２３．１％は、前年度と比較して３．３ポイントの減となっ

ている。  

予算残額の主なものは、人件費のほか道路維持費、道路新設改良費及び公共下水道事

業特別会計への繰出金である。  

道路維持費のうち委託料の目玉である重点分野緊急雇用創出事業道路施設調査及び占

用申請情報整理業務委託については発注済であり、年度内に業務が完了する見込みであ

る。工事請負費についても小規模な工事が多いが順次施工されているところである。  

道路新設改良費のうち工事請負費については１月末時点で工事予定量の発注をほぼ完



 - 19 - 

了し、年度内に工事が完了する見込みである。  

橋梁維持費の橋梁長寿命化整備計画に伴う塩田橋補修設計業務委託についても発注済

であり、年度内に業務が完了する見込みである。  

消防費。予算現額３億３，７８２万６千円に対し執行済額は２億４，３１３万７千円

で、執行率７２．０％、前年度７１．７％は、前年度と比較して０．３ポイントの増と

なっている。災害対策費の災害備蓄品の購入については発注済であり、年度末までに執

行予定である。  

教育費。予算現額１１億１，４４０万８千円に対し執行済額は７億５，３９０万７千

円で、執行率６７．７％、前年度６９．７％は、前年度と比較して２．０ポイントの減

となっている。  

学校耐震補強工事については斑鳩東小学校において施工したことで、全ての幼稚園・

学校における耐震補強工事が終了した。本年度に町立小中学校・幼稚園照明ＬＥＤ化設

計業務委託が完了し、翌年度以降から教育施設のＬＥＤ化を計画的に進める予定である。

また、計画的に進めてきた中央公民館改修工事についても、本年度は研修室の空調設備

工事が完了し、翌年度大ホールの空調設備工事でリニューアルが終了する予定である。  

史跡中宮寺跡整備工事実施設計業務委託については、１月末をもって業務が完了し、

年度内に一部工事を進める予定である。  

予算残額の主なものは、人件費のほか私立幼稚園就園奨励金、各施設の維持管理費等

でいずれも年度末までに執行予定である。  

災害復旧費・公債費。災害復旧費は、予算現額６千円であるが、災害がなかったこと

から全額未執行となっている。  

公債費は、予算現額９億６，０６７万円に対し執行済額は５億１，８３２万３千円で、

執行率５４．０％、前年度５９．０％は、前年度と比較して５．０ポイントの減となっ

ている。  

次に、国民健康保険事業特別会計。本会計の歳入歳出予算の執行状況は、別表２のと

おりであるが、歳入は、予算現額３７億６，９５０万４千円に対し収入済額は１９億３，

６８１万８千円で、執行率５１．４％、前年度５１．２％は、前年度と比較して０．２

ポイントの増となっている。  

国民健康保険税の調定区分ごとの収納状況は別表１０のとおりで、国民健康保険税全

体の調定額は８億８，１７８万９千円、前年度が９億１０２万３千円で、前年度に比べ

１，９２３万３千円の減尐、かなり減尐しています。収入済額は５億６４万３千円、前
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年度５億１４９万２千円で、前年度と比較して８４万９千円減尐している。  

現年課税分の調定額は６億７，９２９万７千円、前年度６億９，１４４万７千円で、

前年度と比較して１，２１５万円、収入済額は４億７，６０８万１千円、前年度４億７，

８０２万４千円で、前年度と比較して１９４万３千円それぞれ減尐していることが上記

の主因である。  

歳出の支出済額は２６億８，３２３万円、前年度２６億２，３５２万１千円で、前年

度と比較して５，９７０万９千円の増加と、大変大幅な増加となっております。年々支

出額はふえ続けている。 

出産育児一時金・葬祭費を除く保険給付については、支給決定に係る被保険者件数は

９５，１１５件、前年度９３，９２２件で、前年度より１，１９３件、１．３％増加し、

給付額では１５億８，４４８万９千円、前年度１５億２，１８１万２千円で、前年度よ

り６，２６７万７千円増加している。退職被保険者の保険給付は連年減尐傾向にあるが、

給付費の９７％を占める一般被保険者の保険給付件数及び給付額はともに増加傾向にあ

る。国保財政の歳入が減尐し歳出が増加している現状を見ると、早期に財政健全化の対

策が必要となろう。  

なお、１２月末現在における国保加入世帯数は４，２５２世帯、前年度４，２６０世

帯、被保険者数は７，４７９人、前年度７，５４１人で、いずれも前年度より減尐して

いる。 

次、大字龍田財産区特別会計。大字龍田財産区特別会計の歳入歳出予算の執行状況は

別表３のとおりであるが、予算現額２７３万７千円に対し収入済額は２７６万９千円で、

執行率１０１．２％、前年度１０３．５％は、前年度と比較して２．３ポイントの減と

なっているが、前年度繰越金である。  

一方、支出済額は２万８千円で執行率１．０％、前年度０．７％は、前年度と比較し

て０．３ポイントの増であるが、曝気ポンプの維持管理費である。  

公共下水道事業特別会計。公共下水道事業特別会計の歳入歳出予算の執行状況は別表

４のとおりであるが、予算現額１４億１，９５１万８千円に対し収入済額は７，４８６

万３千円で、執行率５．３％、前年度５．５％は、前年度と比較して０．２ポイントの

減となっている。  

公共下水道事業加入負担金については予算上１５０件を見込んでいたが、本年も１２

月末現在でそれを上回る１５４件の収納があった。１２月末現在の接続件数は２，８７

３件、接続人口は８，４４８人、接続率６６．４％と順調に接続件数を伸ばしている。  
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一方、支出済額は５億８，２９３万３千円で、執行率４１．１％、前年度４２．９％

は、前年度と比較して１．８ポイントの減となっている。  

幹線管渠の整備状況としては、岡本汚水幹線２工区工事は平成２３年度から３か年の

継続事業として、目安汚水幹線２工区工事は平成２４年度から２か年の継続事業として

施工し、いずれも平成２５年度末の完成を見込んでいるところである。  

面的整備工事は９路線に着手し、うち１路線が完了、残る８路線は年度内に完了する

見込みで、約５ｈａ、約２００戸の整備を見込んでいる。  

なお、接続工事費用の負担軽減のための排水設備改造資金融資あっせんの利用は１件、

融資資金を完済した利子補給は２件となっている。また、浄化槽雨水貯留施設転用補助

金は２件利用されている。  

介護保険事業特別会計。介護保険事業特別会計の歳入歳出予算の執行状況は別表５の

とおりであるが、予算現額２０億５，２３１万１千円に対し収入済額は１１億８７９万

４千円で、執行率５４．０％、前年度５５．８％は、前年度と比較して１．８ポイント

の減となっている。  

１２月末での賦課人数は７，７１７人、前年度７，４１５人、保険料の収納状況は、

特別徴収が本年度全６期の納期のうち第４期までが終了し、１００％の完納となってい

る。また、普通徴収にあっては全８期のうち第６期までで、調定額３，２２４万円に対

し収入済額は２，７６２万２千円で、収納率８５．７％、前年度８５．８％は、前年度

と比較して０．１ポイントの減となっている。  

一方、支出済額は１３億１，２２０万８千円で、執行率６３．９％、前年度６３．

８％は、前年度と比較して０．１ポイントの増となっている。  

保険給付の状況では、毎月の要介護認定者の増加に伴い保険給付額も増加し、介護給

付費全体では支出済額１２億４，７３３万９千円、前年度１１億４，１５４万５千円で、

前年度に比べ１億５７９万４千円、９．３％の大幅な増加となっている。なお、１２月

末現在の要介護（要支援を含む）認定者数は、前年同月と比べ６８人増の１，３５５人、

前年度１，２８７人である。  

後期高齢者医療特別会計。後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算の執行状況は別表

６のとおりである。予算現額３億２，４９６万４千円に対し収入済額は１億９，４１２

万３千円、前年度１億７，８１９万３千円で、前年度と比較して１，５９３万、８．

９％の増となっている。被保険者数は本年度１２月末では３，４２８人、前年度同期３，

３３６人で、前年度と比較して９２人、２．８％の増となっている。  
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一方、歳出面では、支出済額は１億９，２８６万７千円、前年度１億７，８７３万２

千円で、前年度より１，４１３万５千円の増加となっているが、後期高齢者医療広域連

合納付金の増が主たる要因である。  

水道事業会計。経営管理の状況。水道事業の経営は、管理組織の整備運用が適正に行

われ、内部統制が良好に働いて効率的な運営が行われている。事業の業績も収益的収支

の状況のとおり安定しており、不安材料は見られない。ただ、今後とも節水意識の高ま

りとともに給水収益の減収傾向は避けられず、固定費の絶えざる圧縮を計り、経営体質

の強化を心すべきである。  

資金面については相変わらず潤沢な手許現金を有しており、当面は何ら懸念する点も

ない。ただ、長期資金計画は十分検討しなければならないところである。  

収益的収支の状況。水道事業会計現金収支状況は別表７、予算執行状況は別表８のと

おりであるが、水道事業収益は予算現額７億１，７２９万１千円に対し執行額は５億１，

３４７万３千円、前年度５億２，６９０万７千円で、執行率７１．６％、前年度７１．

３％は、前年度と比較して０．３ポイントの増となっている。このうち営業収益は５億

１，２９１万１千円、前年度５億２，６３０万４千円で、前年度同期に比べ１，３３９

万３千円、２．５％減尐しているが、１０月分の水道料金から１㎥あたり１０円引き下

げたことが大きく関係している。  

一方、水道事業費用は予算現額７億９３６万４千円に対し執行額は３億５，１８９万

８千円、前年度３億５，９７４万６千円で、前年度と比較して７８４万８千円の減尐と

なっているのは、受水費が料金値下げに伴って１，９４５万５千円、修繕費が４７１万

８千円減尐したものの動力費が５５８万４千円、受託工事費が１，０１８万円増加した

ことによるものである。 

資本的収支の状況。資本的収入では、予算現額２億３，２１１万７千円に対し執行額

は１億６，３３６万３千円、前年度１，９１３万１千円で、執行率７０．４％、前年度

７．７％は、前年度と比較して６２．７ポイントの大幅な増となっているが、これはで

すね、１２月に借り入れた企業債１億４千万の影響が大きい。  

一方、資本的支出では、予算現額４億５，２８２万３千円に対し執行額は２億２，８

０５万９千円、前年度１億４５８万３千円で、前年度に比べ１億２，３４７万６千円の

増、執行率５０．４％、前年度２４．７％は、前年度に比べ２５．７ポイントの大幅な

増となっているが、平成２４年度から施工していた北部配水池ドーム更新工事を完了し

支払いを終えているためである。  
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その他の建設改良工事は、年度末までに施工を完了する見込みである。  

財産管理の状況なんですが、いずれもおおむね適正に処理されていると認められる。  

なお、遊休地のうち有効活用が見込めないと判断した土地２か所については競売によ

る処分手続を進められている。他の遊休地についても速やかに活用か処分の方針を定め

る中、早期の遊休地解消の取り組みが必要である。  

以上が、数字の報告なんですが、後からが私の意見になります。  

報告に添える意見。本年度の定期監査の結果はおよそ以上のとおりであり、厳しい財

政状況の中、絶えず事業の見直しも行われていて、事務も効率的に運営され、その執行

と管理は全て適正に行われているものと認められた。特に記すべき事項もないが、最後

に若干意見を付しておきたい。  

確かによく頑張っていらっしゃるとは思うんですが、ちょっと耳の痛いことを言わな

いといけないかもわからないですが、まずですね、国民健康保険事業について。  

国民健康保険事業は、相互扶助の精神に基づく社会保険制度であり、被保険者が納め

る保険料と国・県の補助金等を歳入としまして、療養費を主な歳出として安定した運営

がなされるべきである。しかし、現状を見ると、被保険者が納める保険料、国・県の補

助金等の収入では運営することができていません。法律で認められた保険基盤安定制度

による繰入や出産育児一時金に対する繰入、職員給与費等の繰入、介護納付金の赤字補

填分の繰入れが行われています。これは法律上認められているというのはわかるのです

が、一般会計から繰り入れることは、国民健康保険対象者以外の住民の方が納めた町税

を繰り入れることと同様になるため好ましくない。国民健康保険対象者以外の方といい

ますと、通常の政府管掌の社会保険に入られている方とか、団体国保に入られている方、

そういった方の住民の方が納めた町税を繰り入れることと同様になるため、これは好ま

しくないと思います。  

また、平成２４年度決算では４億５，５２４万円の累積赤字となっており、平成２５

年度も被保険者が納める保険料収入は落ち込みまして、主な歳出である、先ほど説明い

たしました療養費、これは大幅に増加しています。  

近年の高齢化、医療技術の高度化に伴う医療費の増加などにより、保険給付の増加は

今後も続くものと考える。国・県の補助金の増加が見込めない現状においては、被保険

者が納める保険料の改定を早急に検討するとともに、療養費の増加を抑えるために、が

ん検診の受診によるがんの早期発見、生活習慣病の予防に努めるとともに、重複受診の

是正等により国保財政の健全化を進めなければならない。保険料を上げたくないってい
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うのはわかるんですが、住民の方のことを考えると、保険料を上げたくないっていうの

はよくわかるんですけども、やはり一般会計から繰り入れるってことはやっぱり好まし

くないと思います。ですからまずは保険料の改定、改定と書いていますけども保険料の

増額になるかとは思うんですが、同じ増額でも効果のある改定をよく考えられるべきだ

と思います。  

その次にですね、２番目としまして、設備機器の設置、更新および修繕についてです

が、平成２５年度においては、役場庁舎空調設備熱源更新工事、役場本庁舎・北庁舎下

水道接続工事、中央公民館改修工事及びいかるがホール音響機材の更新等多額な修繕、

更新があった。今後においても、いかるがホールは開館後１５年を経過し、ホール設備

に経年劣化などが見られることから、順次更新することとしている。また、小学校・中

学校・幼稚園の照明設備のＬＥＤ化、町管理防犯灯のＬＥＤ化も事業計画にあり、これ

らの修繕、更新は多額となることが見込まれる。  

平成２５年２月に作成された斑鳩町の財政見通しが平成３４年見込みまで記載されて

いるが、上記の多額な修繕、更新の見込みは計上されていないように思われる。今後見

込まれる多額な修繕、更新についてもできるだけ計上して、斑鳩町の財政見通しを考慮

すべきである。ＬＤＥ化もかなり高額なことを聞いております。  

その次、③番目としまして、持続可能な財政基盤の確立。第４次斑鳩町総合計画「１

－３新たな総合計画における町の課題」の、「持続可能な財政基盤の確立」の項目にお

いて、そのままの文章を書いておるんですけども、「本町の財政は、全国の自治体の状

況と比較すると相対的には健全な状態にありますが、住民サービスが拡大する傾向にあ

る一方で、税収は減尐傾向にあり、国から地方への交付金なども引き続き縮小される恐

れがあります。特に本町においては、高齢化に伴う社会サービスの増加や下水道設備な

どのインフラ整備、防災を視野に入れた耐震化など新たな施策課題があり、財政負担は

増大することが想定されます。このことから、現在の比較的安定した財政状況が続くと

はいえず、財政改革や税収入の確保、国や県の制度や補助金の活用、地域経営の視点に

立った財政基盤の確立がますます重要となっています。」と記載されています。  

そのとおりだと思うんですが、今まさに、前述した「療養費の増加」、これ、かなり

大幅に増加していますし、「多額の修繕、更新」、これもかなり多額だと思います。等

により、財政負担の増加が見込まれる。今一度、最小限のコストで最大限の効果を得る

財政改革や収入の確保、地域経営の視点に立った財政基盤の確立を考慮すべきであろう。  

平成３４年度見込みまで記載されているんですけども、その中でもう既に基金、今ま
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での積み立てている分がゼロになる状況も書かれていますので、今現在は確かに斑鳩町

というところは健全な状態にあると思いますが、今の状態のままで考えずに、これから

多額な修繕とか更新、療養費も増加することが見込まれる、それを考慮に入れまして財

政基盤の確立をしていただきたいと思います。 

以上で定期監査のほうを終わりまして、次に、財政援助団体の監査結果の報告をいた

します。  

まず、１ページ目ですけども。  

財政援助団体等監査結果報告書  

地方自治法第１９９条第７項の規定により、財政援助団体等の監査を次のとおり執行

したので、その結果を同条第９項の規定により報告します。  

平成２６年３月３日  

斑鳩町監査委員 佐伯 知輝 

斑鳩町監査委員 中川 靖広 

その次のページ、２ページにいきまして、監査の概要としまして、監査の対象団体及

び財政援助の額、公益社団法人斑鳩町シルバー人材センターの平成２２年度から平成２

４年度まで及び平成２５年４月１日から平成２５年９月３０日までの上半期における財

政援助に係る出納その他の事務の執行及び住民生活部福祉課の同財政援助に係る事務の

執行。 

公益社団法人斑鳩町シルバー人材センター補助金、平成２２年度が９１５万円、平成

２３年度、８３０万、２４年度、８３０万、２５年、８３０万、内示額です。  

監査の実施日が、２５年の１１月１５日。  

実施した監査手続は、以下のとおりでございます。  

その次、３ページにいきまして、監査の結果等なんですが、公益社団法人斑鳩町シル

バー人材センターの概要、本格的な高齢社会において定年退職者などの高年齢者の希望

に応じた臨時的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、

組織的に提供することにより生きがいの充実、社会参加の推進を図ることにより、高年

齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的として、平成５年

１１月、社団法人斑鳩町シルバー人材センターが設立された。その後、平成２３年４月

に公益社団法人に移行されている。  

公益社団法人斑鳩町シルバー人材センターに対する監査の結果、公益社団法人斑鳩町

シルバー人材センターの上記補助金に係る出納その他の事務は、監査の実施した範囲に
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おいておおむね適正に処理されているものと認められた。  

住民生活部福祉課に対する監査の結果、住民生活部福祉課における同団体に対する上

記補助金に係る事務についても適正に執行されているものと認められた。  

公益社団法人斑鳩町シルバー人材センターの運営状況、平成２４年度の運営状況、平

成２４年度の事業実績は、会員数３２７人、前年度比３．３％減、減っています。受託

件数３，９７６件、前年度比５．７％減、就業延人員３４，６９４人日、前年度比１．

６％減、契約金額１億２，９３８万円、前年度比０．４％増、就業率９６．９４％、前

年度９７．３４％である。これらの事業実績を県下のシルバー人材センター２８団体と

比較すると、受託件数は第６位、契約金額は第１３位となっているが、町村の部では受

託件数は広陵町に次いで第２位、契約金額は第４位と堅調に推移している。なお、当シ

ルバー人材センターの公共受託は２１．６％、民間受託は７８％とはるかに民間受託の

割合が大きいのが特徴であり、受託件数に対して契約金額の順位が落ちているのは、奈

良県全体では１契約当たり７４，３７２円、当シルバー人材センターでは４８，０８０

円と１契約当たりの金額が低くなっていることが原因である。  

平成２４年度の収支状況については、別表１に収支計算書、別表１というのがまた７

ページ以降に別表が書いてありますので、６ページまでが本文です。  

すみません。本文３ページに戻りますが、別表１に収支計算書を示しているが、当期

収入合計１億４，５９９万円のうち主な事業である受託事業収入は１億２，９３８万円

と収入総額の８８．６％を占め、補助金等収入１，５４０万、１０．５％を合わせると

収入総額の９９．２％となる。  

受託事業収入のうち、正会員の就業に対する配分金収入は１億１，４１２万円、材料

費等収入は４６０万円、事務費収入は１，０６６万円となっている。会費収入は１１２

万円である。補助金等収入１，５４０万円のうち奈良県連合交付金収入、国庫は７１０

万円、町補助金収入が８３０万円となっている。  

一方、支出では、事業費が１億４，２６５万円、法人管理費が１８４万となっており、

当期支出合計１億４，４４９万円に対する構成比はそれぞれ９８．７％、１．３％とな

っている。  

平成２４年度決算における当期収支差額は１５０万円で、前期繰越収支差額１，５６

７万円と合わせると平成２５年度への繰越収支差額は１，７１７万円となる。  

別表２に正味財産増減計算書を示しているが、流動資産は前年度に比べ３１６万増加

しているが、そのうち主なものは、普通預金が７８万円、未収金が２３４万円の増とな
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っている。固定資産は減価償却費で３９万円の減尐となっている。  

一方、流動負債は１２８万円の増加となっているが、そのうち主なものは、前年度に

比べ未払金が１４３万円の増、前受金が１５万円の減となっている。  

このことから、財産の増加としては流動資産３１６万円、財産の減尐は固定資産３９

万円、流動負債１２８万円で、増減差引すると１５０万円の増加となる。  

別表３に貸借対照表を、別表４に財産目録を示しているが、流動資産では現金預金と

して１，５７７万円あるが、小口現金を除いては普通預金されているが、ペイオフ対策

として無利息預金となっており、管理上の問題はない。  

公益法人会計では３月３１日に会計を閉じるため、未収金が９０１万円、未払金が８

２５万円となっているが、未収金の収納状況を見る中では多尐収納が遅れているものも

見かけられるので、請求日より１か月以内に収納できるよう努められたい。  

車両は計８台保有されているが、うち１台はリースである。残りの７台は財産目録に

示すように既に４台は減価償却を終えており、残りの３台も残存価格がわずかであるこ

とから、車両の更新時期が固まってくることも考えられると。固まってくるというのは、

もう一遍に５台、６台、７台と更新が固まってくるということです。ことも考えられ、

更新計画に基づく資金繰りも検討する必要があると思われる。  

平成２２年度から平成２４年度までの財政の推移、別表５に平成２２年度から平成２

４年度までの収支の年度別推移を、別表６に貸借対照表の年度別推移をまとめているが、

事業収入が平成２２年度では１億２，６５９万、平成２３年度では１億２，８９２万、

平成２４年度では１億２，９３８万円と順調に契約高を伸ばしてきており、単年度収支

も、平成２２年度では６万円であったものが平成２３年度では６３万円、平成２４年度

では１５０万円と利益が生じており、これを翌年度に繰り越しているため、平成２４年

度の決算では繰越収支差額が１，７１７万円へと増加しており、経営的にはこれといっ

た問題はないんですけども、しかし、こちら、公益社団法人という性格上、あまり利益

が生じることになれば監督官庁からの指導が入ることも考えられるので、将来必要とさ

れる車両購入積立や修繕引当金などの計上も考慮しておくべきである。  

平成２４年度・２５年度の上半期予算執行状況比較、別表７に平成２４年度と平成２

５年度の各上半期の予算執行状況を比較しているが、平成２５年度上半期の収入の部で

は、受託事業収益が前年度上半期より２１４万円、３．４％増加している。補助金では、

受取連合交付金が前年度より２０万円増加しているが、前年度と配分割合が変更されて

いるだけで総額に変わりはない。  
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支出の部としては、受取配分金の増により支払配分金も同額ふえている。臨時雇賃金

が１６１万円ふえているが、前年度は嘱託職員に諸謝金より支出していたが、本年度は

臨時雇賃金より支出するように変更されたものである。租税公課が２９万円増加したの

は、消費税の増によるものである。なお、法人管理費の６８万円の増は、シルバー人材

センター設立２０周年記念事業のための印刷製本費や消耗品、演劇依頼によるものであ

る。 

本業である受託事業収益が前年度上半期に比べ堅調に推移していることから、特筆す

べき事項はない。  

ですが、これからが私の意見ですが、ちょろちょろと、先ほども私の意見言っていま

すが、むすびとしまして、監査の概要、監査の結果は以上のとおりで、平成２２年から

平成２４年度まで及び平成２５年度上半期において特に留意すべき事項は発生していな

い。また、内部管理面は、おおむね適正な執行が行われているものと認められ、重大な

リスクにつながるような点は見当たらない。  

財政状況では、事業収入が平成２２年度１億２，６５９万円、平成２３年度１億２，

８９２万円、平成２４年度１億２，９３８万円と順調に伸びております。受注割合も民

間が７８．４％と公共に依存していない点は自立性が見られるものである。みなし資金

残高、流動資産から流動負債を引いた金額なんですが、は平成２２年度が１，３２０万

円、平成２３年度が１，４２３万円、平成２４年度が１，６１１万円と、これもまた順

調に伸びており、収支計算書や貸借対照表を見る中では問題はないように見える。  

しかしながらですね、主な受注業務は草刈や剪定であることから、自動車は必要不可

欠であるんですが、保有している自動車はどれも老朽化が進んでいる。先ほど言いまし

たとおりです。自動車など固定資産は減価償却を行っているんですけども、新規に取得

するための手立てがとられておらず、資金の確保はなされていない。  

また、ワークプラザの建物は斑鳩町から借り入れているものの、エアコンなどの付属

設備はシルバー人材センターで改修していかなければならないのに、修繕引当金も用意

されていない。  

このように、継続して安定的な経営をめざすならば財産の改修を含めた費用が必要に

なってくるが、決算状況を見れば、固定資産の新規取得資金の積立て及びワークプラザ

の建物の改修費用の修繕引当金の計上がなく、平成２２年度６万円、平成２３年度６３

万円、平成２４年度１５０万の利益が計上されている。その結果、平成２４年度の正味

財産期末残高は、先ほど申しあげましたように１，７１７万円となり、財政が健全であ



 - 29 - 

るとの錯覚に陥ってしまいます。だから、大きい消費は単年度で行うものではなく、平

準化するのも経営手腕ではないだろうかと思います。  

次に、前回の監査でも指摘されていたのであるが、役員は法人創設以来、全員無報酬

で執務されているが、その中でも特に理事長は、常勤でないとしても日々諸事項の管理

と内外の重要事項と対処されているものである。これが無償であって果たして真の最高

執行者としての責任を自覚した姿勢が貫けるのか疑義なしとしないものである。  

その次ですね、また、事務局では毎月の合計残高試算表を作成しているが、理事会及

び監事に提出されていない。執行状況や資金管理の経営判断すべき情報として、合計残

高試算表を隔月の理事会で報告する必要がある。  

なお、事業実施計画の実施後の成果、分析、見直しが担当部会で行われているが、そ

の後、理事会で検討が行われておらず、会員の減尐についても歯止めがかかっていない。

理事それぞれに責任があることに鑑み、理事会での建設的で活発な意見交換と実践を期

待するものである。売上高とか確かに伸びていらっしゃるんですけども、会員がやはり

ずっと減尐傾向になっておりまして、まあ一生懸命考えていらっしゃるんですけども、

もう尐し意見交換とか実践を期待したいと思います。  

以上をもちまして、定期監査の結果と財政援助団体の監査結果、これの報告を終わら

せていただきます。  

どうも長いことご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  これをもって報告第１号 監査結果報告についてを終わります。  

佐伯、中川両監査委員には、連日にわたり綿密な監査を執行していただき、本日、ま

た詳細な報告をいただきましたことに厚くお礼を申しあげます。  

なお、佐伯代表監査委員には、監査結果報告終了後退席を申し出てておられますので、

これを許可することにいたします。  

暫時休憩いたします。  

 

（午前１１時２０分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

 

○議長（中西和夫君）  再開いたします。  

次に、日程７、平成２６年度施政方針についてを議題といたします。  

平成２６年度施政方針の説明を求めます。  
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小城町長。  

○町長（小城利重君）  平成２６年度第１回斑鳩町議会定例会の開会に臨み、町政運営に

あたる所信の一端を申しあげ、住民の皆さま並びに議員の皆さまのご理解とご協力を賜

りたいと存じます。  

昨年を振り返りますと、伊豆大島で１０年に一度と言われるほどの猛烈な台風による

甚大な被害があったほか、日本各地で豪雨や土砂崩れ、竜巻による被害が頻発し、多く

の尊い人命や財産が奪われた年でありました。近畿地方でも、６月２６日の梅雨前線に

よる豪雨を受け、大和川で水位が上昇し、王寺町藤井地区で国道２５号の路肩崩落によ

る通行止め、大阪府柏原市国分市場付近では越水も起こり、もう尐し豪雨が長引けば、

斑鳩町も被害に見舞われる恐れがありました。  

大自然の容赦ない脅威が人間の営みをいとも簡単に壊滅させるということを毎年のよ

うに思い知らされる昨今、地球環境の変動が要因とも言われる異常気象の増加に対して、

私たちは今まで以上の備えを迫られていることを認識いたしました。  

一方、本町では、法隆寺地域の仏教建造物が姫路城とともに日本で初めて世界文化遺

産として登録されてから２０周年という節目の年でありました。斑鳩フォーラムや記念

講演会、スタンプラリーなど、さまざまな記念事業を展開する中で、大勢の皆さまにご

参加をいただき、斑鳩の魅力を再認識したとの声もいただいております。  

さらには、民間団体によって開催された常楽市にも多くの皆さまにお越しいただき、

活気に満ちた賑わいの中で、斑鳩の魅力を発信することができました。  

本町が、このように斑鳩の地でしか見ることのできない歴史的・文化的遺産、そして、

これらと調和した自然や景観が人々の生活とともに息づくまちとして発展してまいりま

したのも、ひとえに先人や地域の皆さまのふるさとへの愛着と情熱、たゆまぬご尽力に

よって成し遂げられたものと深く敬意を表するとともに心から感謝申しあげる次第であ

ります。  

私は、この尊い遺産、悠久の歴史と伝統の重みをしっかりと受け止め、斑鳩町民を初

めとした私たち一人ひとりがその思いを共有し、今後も太子の和の精神を尊び、斑鳩を

どこよりも魅力ある、住むことに誇りを持てるまちとして、しっかりと未来に引き継い

でまいりたいと考えております。  

さて、本町を取り巻く環境は、長く続いた景気低迷からようやく抜け出す兆しが見え

つつあるものの、実体経済への波及は限定的であり、なお不透明感は否めない状況にあ

ります。また、本年４月から消費税率が引き上げられることが決まり、これと並行して、
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社会保障を充実・安定させるための改革が進められております。今後、こうした動きが

地域経済や福祉に及ぼす影響を注意深く見極め、的確に対応していかなければなりませ

ん。 

さらには、全国的な問題でもある人口減尐は、尐子高齢化に伴い、これからもさらに

進むものと予想され、地域経済の縮小とともに、地域活力の減尐や地域コミュニティの

希薄化が加速されることが危惧されています。  

こうした環境の中、平成２６年度予算案の編成にあたりましては、健全財政の維持に

ついて配意しながら、第４次斑鳩町総合計画の将来像である「ともに生き、ともに育む

まち 歴史と文化がくらしの中に息づく“新斑鳩の里”」を住民とともに実現していく

ため、職員一丸となって編成いたしました。  

平成２６年度予算案は、一般会計で総額８２億２，０００万円を計上しております。

前年度と比較して５，０００万円、０．６％の減額となっております。  

また、一般会計と特別会計及び企業会計の６会計を合わせました総予算額は、  

１６５億８，６９７万１千円で、１億３，１５３万１千円、０．８％の増額となって

おります。  

それでは、第４次斑鳩町総合計画の基本施策の柱に沿って、平成２６年度の主要な施

策についてご説明申しあげます。  

第１の柱、文化の香り高く心豊かなまちづくりであります。  

初めに、歴史文化についてであります。  

本町は、法隆寺や藤ノ木古墳を初め、歴史上重要な文化遺産を有する歴史と文化が豊

かなまちであり、これらの文化遺産を次の世代に受け継ぐことは私たちの責務でありま

す。こうしたことから、町内に所在している多くの文化遺産について、町指定文化財へ

の指定等による保存を図ることを目的として、古墳、寺院跡、古文書、古民家といった

文化遺産の基礎的な調査を進め、それらの歴史的価値を明らかにしてまいります。  

また、歴史を身近に感じられる環境づくりとして整備を進めている史跡中宮寺跡につ

きましては、文化庁、奈良県教育委員会、史跡中宮寺跡整備検討委員会などのご指導を

得ながら、緑地広場などの整備工事に着手してまいります。  

次に、生涯学習・生涯スポーツについてであります。  

集い、学び、結びといった住民の活動を支援する役割を担う公民館施設の充実を図る

とともに、図書館では、さまざまな課題解決や調査研究を支援できるよう、資料及び施

設の充実に努めてまいります。  
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また、町体育協会や総合型地域スポーツクラブ「元気クラブいかるが」の活動支援を

通して、誰もが楽しみながら、体力づくりや健康づくりができるよう、引き続き、生涯

スポーツの振興を図ってまいります。  

次に、「学校教育」についてであります。  

初めに、時代に応じた教育内容の充実につきましては、思いやりのある豊かな心を育

むため、人権・人間尊重、社会性や規範意識の醸成等、人格形成のための道徳教育に努

めてまいります。  

さらに、子どもたちに自身の健康や体力に関心を持たせ、正しい食生活、運動習慣な

どの定着を図ることができるよう、バランスの取れた健やかな身体づくりに積極的に取

り組んでまいります。  

教育環境の整備・充実につきましては、子どもたちの基礎学力の習得や心豊かな個性

を生かす教育の充実を図るため、引き続き、小学校第１学年から第５学年まで及び中学

校第１学年並びに第２学年において３０人学級を編制し、必要となる教員を配置してま

いります。  

また、環境に配慮した学校・園づくりの推進として、小・中学校、幼稚園施設の照明

器具をＬＥＤ照明に更新してまいります。新年度においては、斑鳩小学校の教室及び職

員室等の照明器具の改修工事を実施することとしております。  

さらに、地域に根ざした教育の充実として、学校の教育方針や本町がめざす児童・生

徒像を実現するため、学校を含め、新しい地域コミュニティ構築の実現に向け、新年度

はコミュニティスクールの導入に向けての調査・研究を進めてまいります。  

相談体制の充実につきましては、昨年９月にいじめの早期発見などに向けた対策を定

めるいじめ防止対策推進法」が施行されました。この法律に基づき、本町におきまして

も、奈良県教育委員会と連携を図りながら、いじめの防止のための対策に関する基本的

な方針を策定してまいります。  

次に、男女共同参画についてであります。  

誰もが生き生きとくらせる活力ある社会、男女共同参画社会をめざし、人々がその個

性や能力をあらゆる場面で発揮できる社会を築くため、男女共同参画社会の理解を幅広

い層へと広げる意識の啓発や、子育て・福祉サービスなどの生活支援に向けた取り組み

を進め、男女共同参画が可能な環境づくりに努めてまいります。 

第２の柱、すこやかに生き生きくらせるまちづくりであります。  

はじめに、健康づくりについてであります。  
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健康づくりの意識啓発と活動支援では、第２期斑鳩町健康増進計画に基づき、各種保

健事業を実施するとともに、各種検診における受診率の向上を図りながら、病気の早期

発見と生活習慣病の予防に取り組んでまいります。  

また、本町と包括的な連携協定を締結した畿央大学と連携を図るとともに、保健セン

ターサポーターなどのボランティアの皆さまと協働し、健康づくりの輪を広げ、住民皆

様が健康で生き生きと心豊かに生活できる、活力あるまちづくりをめざしてまいります。  

予防・相談体制の充実につきましては、安心して子どもを産み育てるまちづくりのよ

り一層の推進をめざし、妊娠期から育児期、思春期とそれぞれの段階に応じた事業に取

り組んでまいります。新年度からは、新たにＢ型肝炎を予防するための、乳幼児を対象

にワクチン接種費用の一部を助成してまいります。  

さらに、医療体制につきましては、三室休日応急診療所の一層の充実について、王寺

周辺広域医師会等と相談してまいりたいと考えております。  

次に、次世代育成についてであります。  

本年４月から斑鳩町子ども・子育て会議を設置し、地域における保育所・幼稚園の需

要をはじめ、子ども・子育てに係る需要の見込みや見込み量の確保のための方策、また、

次世代育成のための取り組み等を内容とする子ども・子育て支援事業計画を策定してま

いります。  

町内の保育サービスの拡充につきましては、この計画の策定の中で、社会福祉法人や

学校法人など多様な主体による保育園の設置等も視野に入れながら、さまざまな角度か

ら検討してまいりたいと考えております。  

また、平成２７年度からスタートする子ども・子育て新制度につきましては、保護者

の就労状況等に応じた保育の必要性を認定するなど、さまざまな制度改正が予定されて

いることから、条例整備やシステム改修、住民周知などの環境整備を進め、新制度への

円滑な移行に努めてまいります。  

児童虐待への対応につきましては、要保護児童対策地域協議会を中心に関係機関との

連携を図りながら、児童の安否確認等その対応に努めております。さらに見守りが必要

な家庭に対しましては、平成２５年度に導入した児童虐待等防止補助員を活用しながら、

継続して支援に努めてまいります。  

次に、高齢者福祉についてであります。  

これまでの高齢者優待券にＪＲのイコカカードとタクシーの乗車券を加え、利便性の

向上を図るとともに、高齢者の社会生活の拡大と生きがいづくりを一層支援してまいり
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ます。 

また、介護保険給付を円滑に実施し、高齢者福祉施策の推進を図るため、介護保険事

業計画・高齢者福祉計画の見直しを進めてまいります。  

次に、障がい者福祉についてであります。  

障がい者が地域の中で安心して生き生きと自立した生活が送れるよう、障害者総合支

援法の基本理念に基づき、地域における共生の実現に向けて、障がい者の日常生活と社

会生活の総合的な支援を進めてまいります。  

また、この法律の改正により、本年４月から、障がい者の心身の状態を示す障害者程

度区分から、心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを示す障害者支援区分に見

直しが行われるところであり、親切丁寧な周知と説明を行ってまいります。  

次に、社会保障についてであります。  

国民健康保険は、国民皆保険制度のもと、わが国の医療保険の中核として、地域住民

の健康保持と増進に大きく貢献してきました。しかしながら、近年の急速な高齢化や医

療技術の高度化、疾病構造の変化などにより医療費は年々増加し、国民健康保険を取り

巻く環境は一段と厳しくなっております。  

今後も医療費は増加するものと予測されますが、引き続き、健診などの保健事業を推

進することにより、医療費の適正化を図るとともに、保険税の負担の公平性と収納率向

上に、一層積極的に取り組んでまいります。また、法定外繰出しである介護納付金に係

る赤字補てんの財政支援を行い、国保財政の安定化に努めてまいります。  

また、福祉医療の充実につきましては、引き続き、乳幼児から中学校卒業までの医療

費を初め、高齢者、障がいのある人などが適切な医療を受けられるよう、医療費の助成

を行ってまいります。  

第３の柱は、潤いのある魅力的なまちづくりであります。  

初めに、風景・景観についてであります。  

斑鳩町景観計画と斑鳩町景観条例に基づき、住民、事業者及び行政がそれぞれの役割

を担う協働の景観づくりと、景観法や関連する都市計画等関係諸制度の活用により住民

の景観まちづくりの支援を図ってまいります。  

次に、道路・交通網についてであります。  

初めに、いかるがパークウェイの整備促進につきましては、国によりまして、小吉田

モデル区間から竜田川の岩瀬橋西詰の稲葉車瀬区間において、平成２５年度末の供用開

始に向けて工事が進められておりますが、これに引き続き、三室・紅葉ヶ丘区間におき
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ましても用地取得に着手されており、継続的に事業が進められているところであります。  

地域の自治会等に対しましても、事業の進捗に合わせ、事業の状況及び道路計画に係

る説明会が行われており、地域の皆さまのご意見を賜りながら、地域と調和した整備が

図られるよう努めていただいております。今後も、国及び県と連携を図りながら、積極

的な事業促進に努めてまいります。  

国道２５号の歩道整備につきましては、安全性の確保や利便性の向上を図るため、国

により竜田大橋付近において事業が進捗し、一部の区間において暫定供用されており、

引き続き、関係地権者との用地交渉も進められているところであり、計画区間の整備が

できるよう努力してまいります。  

また、町営法隆寺観光自動車駐車場前から法隆寺東交差点までの区間につきましても、

現在、関係地権者との用地交渉が進められているところであり、今後も、早期整備をめ

ざし、関係住民の皆さまや国との調整に努めてまいります。  

生活道路につきましては、災害・緊急時において有効に機能が果たせるよう、道路・

橋りょうの計画的な補修を進め、安全性の確保に努めてまいります。  

また、地域公共交通につきましては、住民の利便性を向上させるため、地域公共交通

会議におきまして、本町に適した公共交通を検討しており、新年度に策定する生活交通

ネットワーク計画に基づき、新たな公共交通の実証運行開始に向け、準備を進めてまい

ります。  

次に、住宅・生活環境についてであります。  

大地震の発生が危惧される中、住宅の耐震化を促進し住宅の倒壊等による被害を最小

限にとどめるため、住宅の耐震診断や耐震改修に対し支援を行ってまいります。  

公園・広場につきましては、身近な遊び場、憩いの場として安全で快適に利用できる

よう公園遊具や付帯施設の点検を定期的に行い、適正な維持管理に努めてまいります。  

第４の柱は、安全で快適なまちづくりであります。  

初めに、環境保全についてであります。  

環境共生のまちづくりの推進では、奈良県内の町村で初めて設立された斑鳩町地球温

暖化対策地域協議会を中心に、環境フェスティバル、緑のカーテン事業、学校や幼稚

園・保育園への環境出前講座などを実施し、日常生活から事業活動に至るあらゆる活動

において、温室効果ガス排出削減に向けた取り組みを推進してまいります。  

また、ＩＳＯ１４００１について、ＩＳＯ登録団体として環境マネジメントシステム

の継続的改善を推進し、地球環境への負荷低減に努めるとともに、更新審査を受審し、
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５期目の登録をめざしてまいります。  

環境保全対策につきましては、新たに斑鳩町空き地の適正管理に関する条例を制定し、

空き地を適正に維持保全するための所有者等の責務を明らかにし、管理不十分な空き地

の所有者等に対し、指導及び勧告、命令を行うなど、適正な維持保全を推進してまいり

ます。また、スズメバチの営巣駆除に対しその費用の一部を補助するなど、住民の安全

と安心、また良好な生活環境の保全に努めてまいります。  

次に、ごみ・し尿についてであります。  

本町のごみ焼却施設を廃止し、可燃ごみの処理を民間業者に委託してから、まもなく

２年が経過します。  

この間、効率よく、かつ衛生的に積替えができるようにごみ積替え施設の整備を進め

てまいりましたが、住民皆さまのご理解とご協力のおかげをもちまして、昨年１２月に

施設が完成し、現在、順調に積替えを行っているところであります。今後も、更なるご

み減量化・資源化の推進に努めてまいります。  

循環型社会の形成につきましては、現在、約３，５００世帯で実施いただいている生

ごみ分別収集モデル事業について、５，０００世帯での実施をめざし、積極的に説明会

を開催するなど、その周知と促進に努めてまいります。  

また、これまで不燃ごみとして埋立処理されていた使用済小型電子機器等について、

資源化処理に取り組むとともに、現在、資源化の仕組みが確立されつつある紙おむつ類

を初め、あらゆる廃棄物の資源化処理について調査・研究し、資源化に移行できるもの

から移行していくなど、脱焼却・脱埋立てを実現するための施策を進めてまいります。  

さらに、平成２３年度から実施している紙おむつ類専用指定袋の無料交付事業につい

て、新生児から３歳児までの幼児についての交付枚数の見直しを図り、おむつ交換頻度

が高い新生児について交付枚数を多くするなど、制度の充実を図ってまいります。  

ごみ・し尿処理につきましては、高齢者の一人ぐらしや高齢者だけの世帯など、ごみ

の分別や地域の集積場所へのごみを排出することが困難な世帯に対し、見守りやお声掛

けを兼ねたごみ出しサポート事業を創設してまいります。  

次に、防災・防犯についてであります。  

防災につきましては、引き続き、安全で安心してくらせるまちをめざして、災害の未

然防止と拡大防止に向けた対策を進めるとともに、非常備消防、危機管理体制の充実な

どに努めてまいります。 

まず、日夜、住民の安全と安心を守るという使命のもとに活躍をいただいている消防
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団については、その活動の充実強化を図るため、各分団に自動体外式除細動器、ＡＥＤ

を配備してまいります。また、大規模災害時の多様な媒体による情報伝達手段の確保を

行ってまいります。  

さらに、避難所施設の充実として、障がい者や高齢者等の災害時要援護者や負傷者の

避難所での移動や搬送が容易にできるよう、町内２１の避難所に車椅子を設置するとと

もに、住所や氏名、常備薬などの情報を記載したカードを常時携行することにより、災

害時の救護等が円滑に行えるよう命のパスポートを作成し、配付してまいります。  

また、奈良県と香芝市、葛城市、北葛城郡及び生駒郡の１０市町が合同で開催する奈

良県防災総合訓練が本町で開催される予定であり、住民や関係団体等の防災意識及び防

災技術の向上を図るため、積極的に参加してまいります。  

また、浸水対策として、宅地化が進み、雨水の河川流出が増大し、浸水被害が発生す

るなど早急な対応が必要となる中、町内にある溜池を治水利用する流域貯留浸透施設の

整備を進めてまいります。  

防犯につきましては、火災や不審者の侵入などによる犯罪の発生が危惧される空き家

について、その所有者に対し勧告を行うなど適正に対処できるよう制度の構築を行い、

引き続き、安全・安心のまちづくりに努めてまいります。  

次に、上水道についてであります。  

上水道は社会生活に必要不可欠なライフラインとして、住民の生活とくらしを守る極

めて重要な役割を担っております。一方、今日の水道事業は、施設の更新期を迎えると

同時に、耐震性強化によるライフライン機能の強化が求められており、計画的に改良、

更新を行う必要があるなど、さまざまな課題を抱えております。  

こうした中、地方公営企業法施行令等が改正され、地方公営企業会計制度の大幅な見

直しが行われたところであります。それを受け、平成２５年度から、円滑な移行に向け

着実に準備作業を進めているところであり、引き続き健全な経営ができるよう取り組ん

でまいります。  

次に、下水道についてであります。  

公共下水道は、快適な生活環境の確保や公共水域の水質保全に欠かすことのできない

施設であり、本町におきましても計画的に整備を進めているところであります。  

公共下水道の整備では、町内に残る集中浄化槽で汚水を処理されている地域において

整備に着手するほか、集合住宅等の人口密度が高い地域の整備を予定しており、整備区

域の拡大に努めてまいります。  
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一方、水洗化の促進につきましては、引き続き公共下水道の役割と必要性をご理解い

ただけるように一層の啓発活動を進め、より多くの皆さまにご利用いただけるように努

めてまいります。  

また、下水道事業の経営基盤強化を目的に、新年度から企業会計の導入に向けて準備

を進めてまいります。  

第５の柱は、活力とにぎわいのあるまちづくりであります。  

初めに、農業についてであります。  

農業委員会の活動につきましては、遊休農地解消を重点施策として、優良農地の保全

に努めるとともに、農業従事者の高齢化や後継者不足などの課題解決を図るため、青年

層の新規就農者や担い手農家に対する支援を行ってまいります。  

さらに、農業生産の近代化、流通の合理化を促進するとともに、農道の整備などの基

盤整備を進めてまいります。  

次に、商工業についてであります。  

景気は回復しつつあると言われておりますが、実体経済への波及は限られたものとな

っております。こうした状況の中、懸命な経営努力をしておられる町内の小規模の商店

や事業者の皆さまに対し、引き続き商工業者債務保証料補給を行い、支援をしてまいり

ます。 

また、商工会が事業主体となって特産品の開発や観光体験プログラムの開発を行うな

ど、今後も商工会や商工業者の皆さまとの連携を強化し、商工業の活性化に向けて取り

組んでまいります。  

また、奈良県では、本年１０月にプレミアム商品券を販売することを公表しています

が、斑鳩プレミアム商品券につきましては、商工会とも連携し、その発行について検討

してまいります。  

次に、観光についてであります。  

本町の観光は、法隆寺を中心とした短時間滞在型の通過型観光が主流となっているこ

とから、豊富な地域資源を生かしたまちなか観光を推進し、散策・回遊・着地型観光へ

転換する必要があります。  

これらを実現するため、国から認定を受けた歴史的風致維持向上計画に基づき、本町

の魅力ある歴史的な町並みの維持・向上を図りながら、観光まちづくりに資する修景支

援等を進めるとともに、法隆寺周辺地区において、新たな都市計画となる特別用途地区

の指定を行い、店舗等のまちあるきを楽しむことのできる施設の立地を可能とするまち
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なか観光の推進に取り組んでまいります。  

第６の柱、ともに築く協働のまちづくりであります。  

初めに、コミュニティづくりについてであります。  

尐子高齢化や核家族化などの時代の変化、人々の生活形態や価値観の変化などによっ

て、隣人関係や近所づきあいの希薄化が進む中、人とひととの絆づくりが大きな課題と

なっています。  

こうした中、地域のさまざまな活動への参加と連帯意識を持つことが、自立した地域

コミュニティを形成し、安全で安心してくらすことのできるまちづくりにつながってい

くことから、引き続き、自治会などのコミュニティにかかわる組織を支援し、活性化を

図ってまいります。  

次に、住民の参加と協働についてであります。  

第４次斑鳩町総合計画では、協働を重要なテーマのひとつに掲げています。これから

のまちづくりは、行政だけでなく、住民、住民活動団体、事業者などがともに取り組む

ことが求められており、住民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、新年度では

斑鳩町協働のまちづくり条例を制定し、住民が主役のまちづくりの実現をめざしてまい

ります。  

また、一人ひとりの住民の力を生かし、地域の力を高めて住みよいまちにしていくた

め、今後も住民活動に対する支援と情報提供に努めながら、住民自らが積極的に社会活

動に参加する機運を高め、協働のまちづくり指針に掲げる支援制度の具体化に向けた取

組みを進めてまいります。  

次に、行財政についてであります。  

市町村は、住民に最も身近な基礎自治体として、住民生活の安全と安心、そして快適

性を最優先に考え、行政サービスを継続的・効率的に提供しなければなりません。  

そうしたことから、地域住民の期待に応え、地域の課題を発見し、解決方策を立案し

て実行する高い能力を備えた人材の育成を図っているところであり、引き続き、政策形

成能力・業務遂行能力などを高めるための職員研修の実施やセクションにとらわれない

効率的・効果的な組織の運用等を進めてまいります。  

さらに、限られた経営資源の中で、住民生活に必要な行政サービスの質を将来にわた

り持続させるため、第４次斑鳩町行政改革大綱に基づき、行政経営の改革、行政サービ

スの改革、行財政の改革を基本方針として、質と量の改革を行い、施策・事業の執行を

通じて、行政改革を進めてまいります。  
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以上、町政運営に関する私の所信の一端と、新年度における主要施策の概要につきま

して申しあげました。  

私は、斑鳩町の輝ける未来に向けて、住民の皆さまとともに手を携えて、職員と一丸

となって、信念と情熱をもって全力で町政運営に取り組んでまいります。  

どうか議員皆さま方におかれましては、更なるご支援、ご指導を賜りますよう、よろ

しくお願い申しあげます。  

ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  次に、日程８．議案第１号  斑鳩町空き地の適正管理に関する条

例について、日程９．議案第２号  斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例の一部を改

正する条例について、日程１０．議案第３号  平成２５年度斑鳩町一般会計補正予算

（第８号）について、日程１１．議案第４号  平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）について、日程１２．議案第５号  平成２５年度斑鳩町公共

下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、日程１３．議案第６号  平成２５年

度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、日程１４．議案第７号   

平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、日程１５．

議案第８号 平成２６年度斑鳩町一般会計予算について、日程１６．議案第９号  平成

２６年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算について、日程１７．議案第１０号  平

成２６年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算について、日程１８．議案第１１号  平

成２６年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算について、日程１９．議案第１２号 平

成２６年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について、日程２０．議案第１３号  平成

２６年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算について、日程２１．議案第１４号  平成

２６年度斑鳩町水道事業会計予算について、日程２２．議案第１５号  斑鳩町公共下水

道施設を安堵町住民の利用に供することについて、日程２３．諮問第１号  人権擁護委

員の推薦について意見を求めることについて、日程２４．認定第１号  町道認定につい

て、日程２５．同意第１号  副町長の選任について同意を求めることについて、日程２

６．陳情第１号 安全・安心の保育運営を求める陳情書について、日程２７．陳情第２

号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情書について、日程２８．報告第

２号 平成２６年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告について、以上、２１議案を一

括上程いたします。  

ここで、１３時まで休憩をいたします。  
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（午前１１時５１分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

 

○議長（中西和夫君）  再開いたします。  

町長から、本定例会に付議されました１９議案について総括提案説明を求めます。  

小城町長。  

○町長（小城利重君）  本定例会に付議いたしました議案につきまして、その概要を説明

させていただきます。  

初めに、議案第１号 斑鳩町空き地の適正管理に関する条例についてであります。  

空き地の所有者等の責務を明らかにし、管理不十分な空き地の所有者等に対し、勧告、

命令を行うなど、空き地の適正な維持保全を推進するため、本条例を制定するものであ

ります。  

次に、議案第２号  斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてであります。  

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律による社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準を条例で定め

ることから、所要の改正を行うものであります。  

次に、議案第３号  平成２５年度斑鳩町一般会計補正予算（第８号）についてであり

ます。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億４，０７６万２千円を追加し、歳入歳

出それぞれ８８億９，８２５万９千円とするものであります。  

初めに、歳入予算の補正では、第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金で、３０２万

１千円の増額補正をお願いするものであります。  

その内容は、障害児施設措置費（給付費等）負担金で、障害児福祉サービス給付費が

当初見込みを上回ることから、３１６万２千円の増額と、国民健康保険基盤安定負担金

について、交付決定がされたことから、１４万１千円の減額となっております。  

第２項国庫補助金では、４，４５５万４千円の増額補正をお願いするものであります。

その主な内容は、地域活性化等に資する事業を対象とした地域の元気臨時交付金につい

て、交付決定がされたことにより、１，６７９万２千円の増額、社会資本整備総合交付

金で、国の第１号補正の活用を図り、道路や橋りょう補修工事などについて、前倒しし

て実施することから、２，７５０万円の増額などとなっております。  
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次に、第１５款県支出金、第１項県負担金では、５０万９千円の減額補正をお願いす

るものであります。その内容は、国庫負担金と同様の理由により、障害児施設措置費

（給付費等）負担金で、１５８万１千円の増額と、国民健康保険保険基盤安定負担金で

２０９万円の減額となっております。  

次に、第１７款寄附金では、２４０万１千円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第２０款諸収入、第５項雑入では、８，１６９万５千円の増額補正をお願いす

るものであります。  

その内容は、消防団員退職報償金２８万８千円と、西和消防組合の解散に伴う財政調

整基金の財産処分還付金８，１４０万７千円の受入れとなっております。  

次に、第２１款町債では、９６０万円の増額補正をお願いするものであります。  

その内容は、国の第１号補正を活用して実施する道路や橋りょうの補修工事等に係る

道路橋りょう環境整備事業債２，２２０万円の追加と、地域の元気臨時交付金の交付決

定に伴う、地方負担額の減による、中央公民館リニューアル事業債１，２６０万円の減

額となっております。  

続きまして、歳出予算の補正についてであります。  

初めに、第２款総務費、第１項総務管理費では、第１目一般管理費で、斑鳩町地域公

共交通会議負担金について、地域公共交通会議に対する国・県補助金の交付決定がされ

たことなどにより、７８５万円の減額補正と、職員の退職に伴う職員退職手当負担金３，

９８３万６千円の増額補正をお願いするものであります。  

第１２目東日本大震災支援対策費では、被災地への職員派遣について、被災地の要請

に合致した職員派遣ができなかったため、２６０万４千円の減額補正をお願いするもの

であります。  

次に、第３款民生費、第１項社会福祉費では、第１目社会福祉総務費で、福祉基金に

いただいた寄附金１０２万円の積立てによる増額補正と、国民健康保険事業に係る保険

基盤安定繰出金等の確定により、４１８万９千円の減額補正を、第８目障害福祉費では、

障害者総合支援法の一部改正に伴うシステム変更業務委託料５２万５千円の増額補正と、

障害児福祉サービス給付費が見込みを上回ることから、６３２万５千円の増額補正を、

第１０目介護保険事業繰出費では、介護保険の報酬改定等に伴うシステム改修が必要と

なることから、２２万１千円の増額補正をお願いするものであります。  

第２項児童福祉費では、第３目学童保育運営費で、西学童保育室別棟建替工事につい

て、実施設計の結果、資材費や作業員の人件費等の高騰により、本年度での執行が困難
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となったことから、５００万円の減額補正をお願いするものであります。なお、本工事

については、平成２６年度予算に改めて計上し、実施してまいります。  

次に、第７款土木費、第２項道路橋りょう費では、第１目道路維持費で、国の第１号

補正の活用を図り、法面補修工事等について、前倒しして実施することから、２，２０

０万円の増額補正を、第３目橋りょう維持費では、橋りょう補修工事等について、同様

に前倒しして実施することから、２，８００万円の増額補正をお願いするものでありま

す。 

第４項都市計画費では、第２目公共下水道費で、流域下水道事業市町村負担金が増額

となったことから、繰出金３０万７千円の増額補正を、第９目法隆寺線整備事業費では、

都市計画道路法隆寺線の整備に必要な事業用地の所有者との交渉が進み、事業用地取得

に係る契約が締結できる見込みとなったことから、物件等補償など９，４６４万円の増

額補正をお願いするものであります。  

次に、第８款消防費、第１項消防費では、第２目非常備消防費で、消防団員の退団に

伴う退職報償金２８万８千円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第９款教育費、第５項社会教育費では、第４目文化財保存費で、斑鳩の里歴史

文化遺産保存・活用基金にいただいた寄附金１２８万３千円の積立てによる増額補正を

お願いするものであります。  

次に、第１１款公債費では、本年度の定時償還に係る利子額が確定したことから、１，

２１４万２千円の減額補正をお願いするものであります。  

最後に、第１２款予備費では、今回の予算補正に要する財源として、２，１８９万８

千円の充当をお願いするものであります。  

なお、本補正予算では、諸般の事情により、本年度会計において予算の支出を見込め

ない事業があることから、繰越明許費として、道路環境整備事業で２，２００万円、道

路新設改良事業で８５１万円、橋りょう環境整備事業で２，８００万円、法隆寺線整備

事業で９，６２７万７千円の予算措置をお願いしております。  

次に、議案第４号  平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）についてであります。  

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２０６万１千円を追加し、歳入歳出それぞ

れ３７億７，１５６万５千円とするものであります。  

初めに、歳入予算の補正では、第２款国庫支出金、第１項国庫負担金で、医療給付費

に係る保険基盤安定繰入金の確定に伴い、３１万４千円の増額補正をお願いするもので
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あります。  

第２項国庫補助金では、国庫負担金と同様の理由により、８万８千円の増額補正をお

願いするものであります。  

次に、第５款県支出金、第２項県補助金では、国庫支出金と同様の理由により、８万

８千円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第８款繰入金、第１項他会計繰入金では、保険基盤安定繰入金及び財政安定化

支援事業繰入金の確定により、４１８万９千円の減額補正をお願いするものであります。  

次に、第１０款諸収入、第２項雑入では、本予算補正から生じた財源を、歳入欠かん

補填収入で調整することとしたことから、５７６万円の増額補正をお願いするものであ

ります。  

続きまして、歳出予算の補正では、第７款共同事業拠出金で、高額医療費共同事業拠

出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の確定により、２０６万１千円の増額補正をお

願いするものであります。  

次に、議案第５号  平成２５年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

についてであります。  

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９０万７千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ１４億１，９２９万円とするものであります。  

はじめに、歳入予算の補正では、第４款繰入金で、３０万７千円、第７款町債では、

流域下水道事業債で６０万円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、歳出予算の補正についてであります。  

第２款流域下水道費で、奈良県流域下水道事業における補正予算及び繰越明許事業に

伴う建設負担金として９０万７千円の増額補正をお願いするものであります。  

また、地方債では、流域下水道事業に係る地方債限度額を８９０万円とする増額補正

と、県事業におきまして繰越明許事業が実施されることから、その財源となる市町村負

担金において３７１万６千円を、平成２６年度に繰越しをお願いするものであります。  

次に、議案第６号  平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついてであります。  

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４７万１千円を追加し、歳入歳出それぞれ

２０億５，２７８万２千円とするものであります。  

初めに、歳入予算の補正では、第３款国庫支出金、第２項国庫補助金で、本年４月か

らの消費税率の引上げに伴う平成２６年度介護報酬改定及び区分支給限度基準額の見直
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し等に伴い、必要となるシステムの改修に対して補助金が交付されることから、２２万

円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第６款財産収入、第１項財産運用収入では、介護保険給付費準備基金の利子配

当額が当初見込みを上回ることから、３万円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、第８款繰入金、第１項一般会計繰入金では、システム改修に係る事務費繰入金

として、２２万１千円の増額補正をお願いするものであります。  

続きまして、歳出予算の補正では、第１款総務費、第１項総務管理費で、先の歳入予

算の補正でご説明いたしましたシステム改修費用として、４４万１千円の増額補正をお

願いするものであります。 

次に、第３款基金積立金では、介護保険給付費準備基金に係る利子配当額の当初見込

みとの差額について、当該基金への積立金として増額補正をお願いするものであります。  

次に、議案第７号  平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

についてであります。  

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６４９万８千円を追加し、歳入歳出それぞ

れ３億３，１４６万２千円とするものであります。  

初めに、歳入予算の補正では、第１款後期高齢者医療保険料で、保険料収入の増加が

見込まれることから、６４９万８千円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、歳出予算の補正では、第２款後期高齢者医療広域連合納付金で、保険料等負担

金６４９万８千円の増額補正をお願いするものであります。  

次に、議案第８号  平成２６年度斑鳩町一般会計予算についてであります。  

平成２６年度一般会計予算は、総額８２億２，０００万円を計上しております。前年

度と比較して、５，０００万円、０．６％の減額となっております。  

まず、歳入予算から説明申しあげます。  

初めに、本町の主要な財源である町税では、２８億９，９４５万円を計上しておりま

す。前年度と比較して、１，３２０万円、０．５％の増となっております。  

次に、地方譲与税及び地方交付税を初めとする各種交付金につきましては、可能な限

り、国や県の情報収集に努めて積算しております。  

こうした中、地方消費税交付金は、前年度と比較して、４，５５０万円、２４．８％

増の２億２，８６０万円を計上しております。  

また、地方交付税は、普通交付税で、前年度と比較して、２，９４０万円増の２０億

４００万円、特別交付税では、平成２４年度交付決定額をもとに、３億４，０００万円
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を計上しております。  

次に、国・県支出金につきましては、それぞれの補助制度を最大限に活用しながら、

事務事業の財源確保に努めております。  

まず、国庫支出金では、町道整備などに活用する社会資本整備総合交付金、社会保

障・税番号制度システム整備に活用するシステム整備費補助金、まちなか観光景観形成

事業補助金に活用する街なみ環境整備事業補助金などが増額となることから、前年度と

比較して、１億５１万９千円、１５．１％増の７億６，７４５万５千円を計上しており

ます。 

また、県支出金では、防犯灯管理台帳デジタル化業務委託などに活用した緊急雇用創

出事業補助金が減額となることから、前年度と比較して、１億６５６万４千円、１９．

３％減の４億４，６２７万３千円を計上しております。  

次に、繰入金につきましては、４，０００万円減の６，０００万円を計上しておりま

す。その内容といたしましては、衛生処理場焼却棟解体事業、特別会計への繰出金の増

に対応するための財政調整基金６，０００万円の取崩しとなっております。  

最後に、町債につきましては、６億４，６２０万円を計上しております。前年度と比

較して、１億９，８８０万円の減額となっております。  

道路新設改良や中央公民館のリニューアルなどに係る財源を確保するとともに、引き

続き、地方一般財源の不足に対処するため発行される臨時財政対策債の活用を図ってま

いります。  

続きまして、歳出予算の内容についてであります。  

初めに、第１款議会費であります。新年度は、１億１，７９６万７千円を計上してお

ります。前年度と比較して、１９万円の減額となっております。  

議員皆さまにおかれましては、本町の発展のため多岐にわたり活発に議会活動を賜っ

ていることに対しまして、深く感謝を申しあげます。  

今後におきましても、本町が抱えるさまざまな課題を乗り越えていくため、ご指導・

ご協力を賜りながら、ともに町政の推進にあたってまいりたいと考えております。  

次に、第２款総務費であります。新年度は、９億６，３２８万７千円を計上しており

ます。前年度と比較して、１億１，０９３万４千円の減額となっております。  

新年度は、地域集会所施設整備等の支援に要する費用の増や社会保障・税番号制度の

運用開始に向けての住民基本台帳システム対応改修等業務、本庁舎乗用エレベータの更

新などに取り組むものの、大きく減額となった主な理由といたしましては、自治会防犯
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灯のＬＥＤ化に対する助成に要する費用の減や国の緊急雇用創出事業を活用した、防犯

灯管理台帳デジタル化業務委託や固定資産税基礎資料データ作成、本庁舎空調設備の更

新、本庁舎及び北庁舎の下水道接続工事などが完了したためであります。  

新年度で取り組む主な事業並びに新規事業についてであります。まず、地域集会所施

設整備等の支援として、自治会等が行う地域集会所の整備等に対し、引き続き補助金を

交付してまいります。その費用として、西の山住宅集会所の新築分も含め、２，６７７

万８千円を計上しております。  

また、地域公共交通の確保として、実証運行開始に向けた準備を進めてまいります。

その費用として、４５０万５千円を計上しております。  

また、男女共同参画の啓発として、第３次男女共同参画推進計画の策定に係る住民意

識調査を実施してまいります。その費用として、２１０万９千円を計上しております。  

また、平成２８年度からの社会保障・税番号制度の対応につきましては、統合宛名シ

ステムの構築や、住民基本台帳システム及び町税システムの改修を行ってまいります。

その費用として、１，６４１万６千円を計上しております。  

次に、第３款民生費であります。新年度では、２７億３，２９４万円を計上しており

ます。前年度と比較して、１億６６万１千円の増額となっております。  

大きく増額となった主な理由といたしましては、国民健康保険事業や介護保険事業、

後期高齢者医療の各特別会計への繰出しや介護給付・訓練等給付などの障害福祉扶助費

の増などによるものであります。  

新年度で取り組む主な新規事業等につきましては、平成２７年度からの３か年を計画

期間とする第６期斑鳩町介護保険事業計画・高齢者福祉計画を策定してまいります。そ

の費用として、２１２万５千円を計上しております。  

また、高齢者優待券の交付につきましては、これまで奈良交通のバス等で利用できる

バスカードといきいきの里の入館券を交付してまいりましたが、これに、ＪＲのイコカ

カードとタクシー乗車券を加え、利便性の向上を図ってまいります。その費用として、

１，６７８万７千円を計上しております。  

また、現行の斑鳩町障害者福祉計画と斑鳩町障害福祉計画の見直しを行い、次期計画

を策定してまいります。その費用として、２１５万８千円を計上しております。  

また、平成２７年４月に予定されている子ども・子育て支援新制度の開始に向けて、

子ども・子育て支援事業計画を策定してまいります。その費用として、２３８万円を計

上しております。  
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また、平成２５年度予算において、西学童保育室別棟であるトイレの建替えを行う予

定でありましたが、資材や人件費の高騰等により、予算の範囲内での建替えが困難とな

りました。このため、改めて新年度において取り組んでまいりたいことから、７５０万

円を計上させていただいております。  

また、平成２８年度からの社会保障・税番号制度の対応につきましては、国民年金シ

ステム及び障害者福祉システム、児童福祉システムの改修を行ってまいります。その費

用として、９２８万８千円を計上しております。  

次に、第４款衛生費であります。新年度は、９億６，６９４万９千円を計上しており

ます。前年度と比較して、２億２，００４万２千円の減額となっております。  

大きく減額となった主な理由といたしましては、衛生処理場焼却棟の解体撤去などに

取り組むものの、可燃ごみ積替え施設の整備が完了したためであります。  

新年度で取り組む主な新規事業等につきましては、乳幼児Ｂ型肝炎予防接種の助成と

して、２０２万５千円を計上しております。  

また、住宅用太陽光発電システム設置への助成につきましては、国及び県の補助制度

が平成２５年度をもって廃止されることから、町の補助制度についても廃止することと

し、新年度では、平成２６年３月末までの国庫補助金交付対象者のみの助成としてまい

ります。その費用として、２５０万円を計上しております。  

また、衛生処理場焼却棟の解体撤去につきましては、平成２５年度において入札が不

調に終わったことから、発注仕様書の精査を行い、改めて新年度から３か年継続事業と

して撤去工事を進めてまいりたいと考えております。その初年度分として、３，３００

万円を計上しております。なお、総事業費は、３億３，５７０万円を計上しております。  

また、小型家電のリサイクルとして、平成２５年４月に施行された使用済小型電子機

器等の再資源化の促進に関する法律に基づき、現在そのほとんどが埋立て処分されてい

る使用済小型家電の再資源化を促進してまいります。その費用として、１９４万４千円

を計上しております。  

また、ごみ処理につきましては、一定期間の安定的な処理の確保及び財政負担の軽減

を図るため、比較的処理量が多く、かつ処理量がおおむね一定している可燃ごみ、不燃

ごみ、その他プラスチック類について、それぞれ３か年の複数年による処理業務委託契

約を締結してまいりたいと考えております。  

また、平成２８年度からの社会保障・税番号制度の対応につきましては、健康管理シ

ステムの改修を行ってまいります。その費用として、１９４万４千円を計上しておりま
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す。 

次に、第５款農林水産業費であります。新年度は、１億８４万２千円を計上しており

ます。前年度と比較して、３２４万４千円の増額となっております。  

新年度で取り組む主な新規事業等につきましては、いかるが溜池の環境整備として、

事業計画を作成してまいります。その費用として、１５０万円を計上しております。  

また、震災対策農業水利施設の整備として、被災した場合の影響が大きい溜池の調査

が平成２５年度に完了したことから、新年度は、その他の溜池の調査を実施するととも

に、いかるが溜池が地震の被害を受けた場合の減災対策を目的に、ハザードマップを作

成してまいります。その費用として、２３０万円を計上しております。  

また、土地改良施設維持管理適正化につきましては、老朽化した峨瀬井堰の改修工事

を行ってまいります。その費用として、７７０万円を計上しております。  

また、地域農政の推進として、持続的な力強い農業構造を実現するため、先進地視察

や担い手研修、青年層の新規就農者に対する支援などを行ってまいります。その費用と

して、４３２万８千円を計上しております。  

次に、第６款商工費であります。新年度は、１億１，７７５万６千円を計上しており

ます。前年度と比較して、４６万円の増額となっております。  

新年度で取り組む主な新規事業等につきましては、特産品開発等全国展開支援事業へ

の支援として、平成２４年度から商工会が主体となって進めている、特産品開発や観光

体験プログラムの開発に対して、引き続き支援してまいります。その費用として、１０

０万円を計上しております。  

物産交流の推進として、観光振興、産業振興を促進するため、友好都市などの市町村

が主催するイベントに出店するとともに、新たに東京スカイツリーでのＰＲ活動や香川

県琴平町で開催される全国門前サミットにおいて、観光客の誘致活動を実施してまいり

ます。その費用として、１９４万３千円を計上しております。  

また、まちなか観光の推進につきましては、国から認定を受けた歴史的風致維持向上

計画に基づき、法隆寺周辺地域において特別用途地区の指定による店舗展開を誘導する

とともに、民間建築物の修景事業に対する補助を実施してまいります。その費用として、

２，４５０万１千円を計上しております。  

次に、第７款土木費であります。新年度は、９億３，３２３万２千円を計上しており

ます。前年度と比較して、１億１８４万３千円の増額となっております。  

大きく増額となった主な理由といたしましては、国の緊急雇用創出事業を活用した、
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道路占用物データ作成業務などは完了するものの、公共下水道事業への繰出しや道路新

設改良事業費の増、流域貯留浸透施設の整備に取り組むためであります。  

新年度で取り組む主な新規事業等につきましては、道路の新設改良として、継続路線

の整備のほか、町道４３７号線（大和川堤防線）の改良事業について、引き続き、新年

度から２か年の継続事業として取り組むとともに、新たに竜田川と大和川の合流地点に

おける道路拡幅に着手してまいります。その費用として、１億７，６７０万１千円を計

上しております。  

また、流域貯留浸透施設の整備として、既存の溜池を治水目的で利用し、浸水被害の

軽減を図るために、東町池、平太池の整備に向けた測量設計を行ってまいります。その

費用として、２，０００万円を計上しております。  

また、木造住宅の耐震化を促進するため、既存木造住宅耐震診断の支援として、２５

件分、１１２万５千円を、既存木造住宅耐震改修の支援として、８件分、４００万円を

計上しております。  

また、都市計画基礎調査の実施といたしまして、都市計画の策定及びその適切な運用

を図るため、都市計画法に基づき、都市の現状、都市化の動向等についての資料を収

集・把握するための基礎調査を実施してまいります。その費用として、４００万円を計

上しております。  

また、ＪＲ法隆寺駅周辺整備の推進につきましては、駅北口の町道３１２号線の東側

の用地買収が完了したことにより、東側の歩道の整備を進めてまいります。その費用と

して、１，２８５万３千円を計上しております。  

次に、第８款消防費であります。新年度は、３億６，３２３万２千円を計上しており

ます。前年度と比較して、２，６９８万５千円の増額となっております。  

大きく増額となった主な理由といたしましては、常備消防費や消防施設費などの増に

よるものであります。  

新年度で取り組む主な新規事業等につきましては、奈良県広域消防組合との連携とし

て、本年４月１日に設立される奈良県広域消防組合の設立時の臨時経費及び運営に係る

経費を負担してまいります。その費用として、３億１，４６２万８千円を計上しており

ます。 

また、消防団資機材の充実では、各分団に自動体外式除細動器、ＡＥＤを配備する費

用として、９０万円を計上しております。  

また、命のパスポートの作成として、災害時に被災者が円滑な救護等を受けられるこ
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とを目的に、住所や氏名、常備薬などの情報を記載し、常時携行できるカードを作成し、

配付してまいります。その費用として、３４万８千円を計上しております。  

また、防災情報メール等の推進につきましては、新たに、町内エリアにいる携帯電話

等所有者に対して、災害・避難情報をメールで通知するエリアメールを導入してまいり

ます。この導入費用を含め、１２９万７千円を計上しております。  

また、避難所施設の充実として、障がい者や高齢者等の災害時要援護者や負傷者の避

難所での移動や搬送が容易にできるように、避難所に車椅子を設置してまいります。そ

の費用として、７２万６千円を計上しております。  

また、奈良県防災総合訓練を、奈良県と香芝市、葛城市、北葛城郡、生駒郡の１０市

町の合同で開催するため、その負担金として、２５万円を計上しております。  

次に、第９款教育費であります。新年度は、９億４，８３０万３千円を計上しており

ます。前年度と比較して、６，３１５万７千円の増額となっております。  

大きく増額となった主な理由といたしましては、小学校照明設備のＬＥＤ化や史跡中

宮寺跡の整備などに取り組むためであります。 

新年度で取り組む主な新規事業等につきましては、友好都市である長野県飯島町との

交流活動の一環として、飯島町・斑鳩町の中学校吹奏楽部による交流演奏会を開催し、

中学生の交流を深めてまいります。新年度では、飯島町を訪問し、合同演奏会を開催す

ることから、１０２万９千円を計上しております。  

また、小学校照明設備のＬＥＤ化として、環境に配慮した学校施設の整備を行うため、

照明設備のＬＥＤ化を進めてまいります。新年度は、斑鳩小学校のＬＥＤ化改修工事を

行うことから、２，７４２万円を計上しております。  

また、本町独自の取組みである３０人学級編制のほか、特別支援教育や教科指導の充

実のため、必要に応じて町費で講師を配置するとともに、平成２５年度から新たに配置

した小・中学校の学校図書室司書につきましても、引き続き、小学校３校で１名、中学

校２校で１名を配置し、子どもたちへの読書指導など学校図書室の充実を図ってまいり

ます。その費用として、小学校講師の配置で３，５６６万８千円を、中学校講師の配置

で２，０１２万３千円を計上しております。  

また、幼稚園プールの改修として、平成２４年度から３か年計画で進めております各

幼稚園のプールの改修について、新年度では、残る斑鳩幼稚園のプール改修を行ってま

いります。その費用として、６００万円を計上しております。  

また、公民館の充実として、中央公民館の整備につきましては、事業計画の最終年度
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として、大ホールの空調設備の動力改修工事等に取り組んでまいります。その費用とし

て、４，６００万円を計上しております。  

また、史跡中宮寺跡の整備につきましては、新年度から本格的に整備工事に着手し、

平成２９年度の完成をめざしてまいります。その費用として、５，５０３万７千円を計

上しております。  

また、町指定文化財候補の調査として、将来にわたり適切に保存することを目的とし

た、町指定文化財の候補となりうる法隆寺西１丁目に所在する春日古墳と法隆寺１丁目

の法隆寺若草伽藍跡中門推定地などの基礎的調査を実施してまいります。その費用とし

て、４９５万円を計上しております。  

また、友好都市スポーツ交流の推進につきましては、引き続き、長野県飯島町、神奈

川県小田原市との友好都市とのスポーツを通じた住民交流を実施するとともに、昨年、

新たに防災協定の締結を行った和歌山県上富田町との交流を図ってまいります。その費

用として、９７万円を計上しております。  

最後に、第１１款公債費につきましては、新年度は、９億４，５４８万６千円を計上

しております。前年度と比較して、１，５１８万４千円の減額となっております。  

なお、平成２６年度に支給される臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金につ

きましては、当初予算に計上しておりませんが、国から情報を得る中で、これら給付金

の詳細な事務処理の方法等について決定し、その後におきまして、補正予算を編成させ

ていただきたいと考えております。また、この給付事業の実施に要する費用は、全額国

の補助金が交付されることとなっていることから、一般会計の補正予算について専決処

分させていただき、その後の議会において報告させていただきたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。  

次に、議案第９号  平成２６年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算についてであ

ります。  

予算総額は、歳入歳出それぞれ３３億３，４６０万円を計上しております。前年度と

比較して、７，８１０万円、２．４％の増となっております。  

国民健康保険制度につきましては、依然として厳しい財政状況を余儀なくされており、

制度の恒久的な維持、存続を可能とする制度の改革が求められております。 

こうした中、国においては、国民健康保険の保険者を市町村から都道府県に移行して

役割を強化する一方で、保険税徴収や保健事業は引き続き市町村が担う分権的広域化の

方向で議論が進められており、市町村が運営を続けてきた国保制度は大きな局面を迎え
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ております。  

はじめに、歳入予算でありますが、保険税収入として、７億１，４９１万円を計上し

ております。  

次に、国庫支出金では、療養給付に係る負担金や財政調整交付金などで６億９，５４

７万３千円を、療養給付費等交付金で、８，０７７万３千円を計上しております。  

次に、前期高齢者交付金として１０億８，８９６万４千円、県支出金で、１億７，７

７９万５千円、共同事業交付金で、３億３，９２３万円を計上しております。  

また、繰入金では、事務経費、出産育児一時金及び保険基盤安定金などの繰入れとし

て、２億２，１４９万円を計上しております。なお、この繰入金には、引き続き、介護

納付金の不足分として、２，７５９万円の支援を含んでおります。  

続きまして、歳出予算では、保険給付費につきまして、前年度と比較して、８，１０

３万円増の２３億４，２４６万７千円を計上しております。  

その他の主な支出といたしましては、後期高齢者支援金等で３億９，７２２万５千円、

介護納付金で１億５，４６８万４千円、共同事業拠出金で３億５，２１０万２千円を計

上しております。  

また、保健事業費では、特定健康診査の経費をはじめ、人間ドック受診費用助成金と

して、３，０１３万９千円を計上しております。  

次に、議案第１０号 平成２６年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算についてであ

ります。  

予算総額は、歳入歳出それぞれ２７４万円を計上しております。前年度と比較して、

３千円、０．１％の増となっております。  

まず、歳入予算では、前年度からの繰越金２７３万８千円を計上しております。  

一方、歳出予算では、本財産区の維持管理に要する経費として、４４万９千円を計上

しております。  

また、経費を差し引いた残額２２９万１千円を予備費として計上しております。  

次に、議案第１１号 平成２６年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算についてであ

ります。  

予算総額は、歳入歳出それぞれ１３億８，６３０万円を計上しております。前年度と

比較して３，４８０万円、２．４％の減となっております。  

公共下水道の整備では、町の主要な幹線である岡本汚水幹線や目安汚水幹線の延伸工

事が完了しましたことから、各家庭の汚水を直接流入できる下水道管の面整備工事を主
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に進めてまいります。  

初めに、歳入予算では、公共下水道への接続件数を１５０件見込んでおり、加入負担

金で１，５００万円、下水道使用料では前年度と比較して１，０８５万１千円を増額し、

１億１，０２９万円を計上しております。  

次に、国庫支出金では、前年度に２路線の主要な幹線工事が完了したことから、４，

０００万円減の３億６，０００万円を計上しております。  

次に、一般会計繰入金では、前年度と比較して２，４９６万９千円を増額し、４億８，

５４７万７千円、町債では、前年度と比較して２，８６０万円を減額し、４億９７０万

円を計上しております。 

一方、歳出予算では、公共下水道費で、前年度と比較して、７，０４４万円を減額し

８億６，７２３万６千円を計上しております。  

次に、流域下水道費では、前年度より９８７万１千円増の１，８２２万２千円、公債

費では、前年度より２，５７６万９千円増の５億８４万２千円を計上しております。  

次に、議案第１２号 平成２６年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算についてであり

ます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ２２億８０万円を計上しております。前年度と比較し

て、１億８，３９０万円、９．１％の増となっております。  

平成２６年度は、第５期介護保険事業計画の最終年であり、引き続き、円滑な介護保

険事業の運営に努めてまいります。  

初めに、歳入予算では、保険料収入といたしまして、４億８，８１６万５千円を計上

しております。  

次に、保険給付及び地域支援事業に係る歳入として、国庫支出金では４億４，１３０

万円、支払基金交付金では６億１，３１８万８千円、県支出金では３億１，７３４万９

千円をそれぞれ計上しております。  

次に、一般会計繰入金といたしまして、３億２，３９４万３千円を計上しております。

その内訳といたしまして、介護給付費繰入金として２億６，３１０万円、地域支援事業

費繰入金として７２５万４千円、職員給与費や事務費等に係る繰入金として５，３５８

万９千円となっております。  

また、介護保険給付費準備基金からの繰入金として、１，５７０万２千円を計上して

おります。  

続いて、歳出予算では、介護保険の給付につきまして、第５期介護保険事業計画及び
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本年度の実績をもとに、居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス等の介護給付

費として２１億４７９万４千円を計上しております。  

次に、議案第１３号 平成２６年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算についてであ

ります。  

予算総額は、歳入歳出それぞれ３億５，１５０万円を計上しております。前年度と比

較して２，７４０万円、８．５％の増となっております。  

初めに、歳入予算でありますが、後期高齢者医療保険料で、２億８，３３６万  

９千円を計上しております。また繰入金では、広域連合の運営に係る事務経費や保険

基盤安定などの繰入金として、６，７０４万６千円を計上しております。  

一方、歳出予算では、歳入予算で受け入れた後期高齢者医療保険料や一般会計から繰

入れた広域連合の運営に係る事務経費、保険料軽減補てん分を広域連合へ納付する後期

高齢者医療広域連合納付金として、３億４，３５６万９千円を計上しております。  

次に、議案第１４号 平成２６年度斑鳩町水道事業会計予算についてであります。  

はじめに、収益的収入及び支出につきましては、水道事業収益で７億７，９０７万２

千円、前年度と比較して３，９２８万１千円、５．３％の増となっております。  

まず、主な収入といたしましては、給水収益で６億７，３８３万８千円を計上してお

り、前年度と比較して２，０７３万７千円の減、受託工事収益では１，０１６万２千円

を計上し、前年度と比較して１，７８８万８千円の減となっております。  

また、水道事業費用では、７億５，４４３万３千円、前年度と比較して４，３１５万

３千円、６．１％の増であります。  

次に、主な支出といたしましては、自己水の安定供給を図るため、浄水設備の修繕費

で６５９万６千円、県水受水費で２億９，３４３万６千円、配水管・給水管破損修繕費

等で２，４７０万円、減価償却費・資産減耗費では、前年度と比較して３，９２４万４

千円増の１億８，８７０万１千円、支払利息では、前年度より１１４万７千円増の２，

８５２万１千円を計上しております。  

このことから、新年度の消費税抜きの損益見込額は、２，５０１万９千円の利益を見

込んでおります。  

続きまして、資本的収入及び支出につきましては、資本的収入で１億４，５３４万円、

前年度と比較して８，６７７万７千円、３７．４％の減であります。  

まず、その主な収入といたしましては、企業債で前年度より１億３，０００万円減の

６，０００万円、工事負担金では、前年度より、４，３２２万３千円増の８，５３４万
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円を計上しております。 

また、資本的支出では、３億３，６５９万８千円、前年度と比較して、１億１，６２

２万５千円、２５．７％の減であります。  

次に、その主な支出といたしましては、配水設備改良費で、前年度より１億２，５５

７万５千円増の２億２，０１０万円、浄水場設備改良費で、前年度より３，５００万円

減の１，５００万円、取水設備費で、前年度より３００万円減の６００万円を計上し、

企業債償還金では、前年度より１，５１２万円減の９，４１６万８千円を計上しており

ます。 

次に、議案第１５号 斑鳩町公共下水道施設を安堵町住民の利用に供することについ

てであります。  

安堵町笠目地区について、地形的な条件により斑鳩町公共下水道施設を利用すること

から、地方自治法第２４４条の３の規定により、安堵町と施設の利用及び維持管理に関

する協定を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。  

次に、諮問第１号  人権擁護委員の推薦について意見を求めることについてでありま

す。 

現委員の已波美津子氏の任期が、平成２６年６月３０日をもって満了することから、

引き続き、已波美津子氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものであります。  

次に、認定第１号  町道認定についてであります。  

開発道路の帰属による４路線の認定をお願いするものであります。  

次に、同意第１号  副町長の選任について同意を求めることについてであります。  

引き続き、同氏を選任いたしたく議会の同意を求めるものであります。  

次に、報告第２号  平成２６年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についてであり

ます。 

平成２６年度の斑鳩町文化振興財団の予算は、経常費用で１億６，２１４万４千円と

なっております。前年度と比較して、７７３万円８千円、５．０％の増となっておりま

す。 

平成２６年度の事業計画につきましては、自主文化事業として２８事業を計画し、事

業費は１，７０９万２千円となっております。住民が主体となって事業に参画・出演す

る住民参加型事業を６事業、地域文化を育成する育成型事業を９事業、質の高い舞台芸

術に触れる機会などを提供する芸術文化鑑賞型事業を１３事業計画しております。また
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受託事業として２事業を計画しており、事業費は５０万円となっております。  

次に、斑鳩町文化振興センターの管理及びホール運営では、ホール管理運営事業費と

して、１億１，６４２万１千円を計上しており、指定管理料収入として、９，２８５万

円、施設使用料収入で２，３５７万１千円を見込んでおります。また、図書館管理事業

費では、１，４７８万７千円を計上しております。  

以上をもちまして、提案いたしましたそれぞれの議案につきましての概要説明とさせ

ていただきますが、いずれの議案につきましても温かいご審議を賜りまして、原案どお

り議決又は承認を賜りますようお願い申しあげます。  

ご清聴ありがとうございました。  

○議長（中西和夫君）  ここでお諮りいたします。  

本日提出されています議案について、ただいま町長から総括提案説明を受けましたの

で、日程２３．諮問第１号、日程２５．同意第１号、日程２８．報告第２号を除く、町

長提案の１６議案については、会議規則第３９条第３項の規定により、提案説明を省略

することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。よって、これより議事日程に従い議事を進

めてまいります。  

日程８．議案第１号 斑鳩町空き地の適正管理に関する条例についてを議題とし、総

括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第１号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程９．議案第２号  斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第２号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第２号は、総務常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１０．議案第３号  平成２５年度斑鳩町一般会計補正予算（第８号）に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第３号に関する総括質疑を終結いたします。  
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ただいま議題となっています議案第３号は、総務常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１１．議案第４号  平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第４号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第４号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第４号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１２．議案第５号  平成２５年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第５号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第５号は、建設水道常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１３．議案第６号  平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第６号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第６号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１４．議案第７号  平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第７号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第７号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程１５．議案第８号  平成２６年度斑鳩町一般会計予算についてを議題と

し、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第８号に関する総括質疑を終結いたします。  

ここでお諮りいたします。  

ただいま議題となっています議案第８号については、委員会条例第５条の規定に基づ

き、委員７名をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査するこ

とにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 
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よって議案第８号については、委員７名をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託することに決しました。  

お諮りいたします。  

ただいま設置されました特別委員会の委員には、委員会条例第７条の規定により、議

長において指名いたしますが、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、議長において指名いたします。  

総務常任委員会から小林議員、坂口議員、厚生常任委員会から里川議員、宮﨑議員、

建設水道常任委員会から飯髙議員、小野議員、広報発行常任委員会から伴議員を指名い

たします。  

以上７名の議員には、よろしくお願いをいたします。  

続いて、日程１６．議案第９号  平成２６年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第９号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第９号は、予算審査特別委員会に付託いたします。  

続いて、日程１７．議案第１０号  平成２６年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１０号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第１０号は、予算審査特別委員会に付託いたします。  

続いて、日程１８．議案第１１号  平成２６年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１１号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第１１号は、予算審査特別委員会に付託いたします。  

続いて、日程１９．議案第１２号  平成２６年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算に

ついてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１２号に関する総括質疑を終結いたします。  
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ただいま議題となっています議案第１２号は、予算審査特別委員会に付託いたします。  

続いて、日程２０．議案第１３号  平成２６年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算

についてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１３号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第１３号は、予算審査特別委員会に付託いたします。  

続いて、日程２１．議案第１４号 平成２６年度斑鳩町水道事業会計予算についてを

議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１４号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています議案第１４号は、予算審査特別委員会に付託いたします。  

続いて、日程２２．議案第１５号  斑鳩町公共下水道施設を安堵町住民の利用に供す

ることについてを議題とし、総括質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、議案第１５号に対する総括質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっています議案第１５号は、建設水道常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程２３．諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることにつ

いてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本案については、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略すること

にご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、諮問第１号については委員会付託を省略いたします。  

理事者の提案説明を求めます。  

乾総務部長。  

○総務部長（乾善亮君） それでは、諮問第１号の人権擁護委員の推薦について意見を求

めることについて、説明をさせていただきます。  

現委員の已波美津子氏の任期が、平成２６年６月３０日をもって満了となりますこと

から、引き続き已波美津子氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものでござ

います。  
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それでは、議案書を朗読させていただきまして、説明とさせていただきます。  

諮問第１号  

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて  

標記について、下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を求めます。  

平成２６年３月３日提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所  斑鳩町大字三井１５７６番地  

氏  名  已波 美津子 

生年月日  昭和１８年４月１７日  

なお、已波氏の略歴につきましては次のページの記載のとおりでございまして、朗読

につきましては省略をさせていただきます。  

以上をもちまして説明とさせていただきますが、何とぞ満場一致でご了承を賜ります

よう、よろしくお願いを申しあげます。  

○議長（中西和夫君）  お諮りいたします。  

諮問第１号については、質疑、討論を省略し、適任であるとの意見を付して答申する

ことにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることについては、満

場一致をもって適任であるとの意見を付して答申することに決しました。  

続いて、日程２４．認定第１号 町道認定についてを議題とし、総括質疑をお受けい

たします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって、認定第１号に関する総括質疑を終結いたします。  

ただいま議題となっています認定第１号は、建設水道常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程２５、同意第１号  副町長の選任について同意を求めることについてを

議題といたします。  

お諮りいたします。  

本案について、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略することに
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ご異議ございませんか。異議ございません、省略することに。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第１号については、委員会付託を省略いたします。  

理事者の提案説明を求めます。  

乾総務部長。  

○総務部長（乾善亮君）  それでは、同意第１号の副町長の選任について同意を求めるこ

とについて説明をさせていただきます。  

現副町長の池田善 氏の任期が、平成２６年３月３１日をもって満了となりますこと

から、引き続き池田善 氏を選任することについて、議会の同意を求めるものでござい

ます。 

それでは、議案書を朗読させていただきまして、説明とさせていただきます。  

同意第１号  

副町長の選任について同意を求めることについて  

標記について、下記の者を副町長に選任したいので、地方自治法第１６２条の規定に

より、議会の同意を求めます。  

平成２６年３月３日提出 

斑鳩町長 小城 利重 

記 

住  所  北葛城郡王寺町畠田７丁目９番１号  

氏  名  池田 善  

生年月日  昭和２６年７月３０日  

なお、池田氏の略歴につきましては次のページに記載のとおりでございまして、朗読

につきましては省略をさせていただきます。  

以上をもちまして説明とさせていただきますが、何とぞ満場一致でご同意賜りますよ

う、よろしくお願いを申しあげます。  

○議長（中西和夫君）  お諮りいたします。  

本案については、質疑討論を省略し、原案に同意することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、同意第１号については、満場一致で同意いたされました。  
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続いて、日程２６．陳情第１号  安全・安心の保育運営を求める陳情書についてを議

題といたします。  

ただいま議題となっています陳情第１号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程２７．陳情第２号  手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情

書についてを議題といたします。  

ただいま議題となっています陳情第２号は、厚生常任委員会に付託いたします。  

続いて、日程２８．報告第２号  平成２６年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告に

ついてを議題といたします。 

お諮りいたします。  

本案については、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略すること

にご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（中西和夫君）  異議なしと認めます。 

よって、報告第２号については、委員会付託を省略いたします。  

理事者の報告を求めます。  

乾総務部長。  

○総務部長（乾善亮君）  それでは、報告第２号 平成２６年度斑鳩町文化振興財団事業

計画の報告について説明をさせていただきます。  

まず、議案書を朗読させていただきます。 

報告第２号  

平成２６年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告について  

標記について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告し

ます。 

平成２６年３月３日提出 

斑鳩町長 小城 利重 

 

それでは、まず、事業計画のご報告をさせていただきます。  

まず、１ページをお開きをいただきたいと思います。平成２６年度の事業計画につい

てでございます。  

（１）の地域文化の振興事業、地域の文化に関する情報等の収集及び提供事業につき

ましては、①の公演・文化講座事業として３１事業を行い、事業費合計は２，９７５万
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円となっております。  

その内訳でございますが、まず、１の自主文化事業の１つ目、住民参加型事業でござ

います。新年度は前年度と同様の６事業で、事業費は４３０万円となっております。  

次に、２つ目の育成型事業では、新年度は９事業で、事業費は２７６万８千円となっ

ております。  

次に、３つ目の芸術文化鑑賞型事業は、新年度は１３事業で、事業費は１，００２万

４千円となっております。新年度は、「金剛流発祥の地  金剛流宗家 斑鳩公演」、ま

た、「若手漫才・落語講演会」及び「ピアノ＆ヴァイオリンコンサート」の３事業を新

規事業として追加し、映画上映会を上半期と下半期の２事業に分けております。 

以上が自主文化事業でございます。これらの事業の概要につきましては、次の２ペー

ジから４ページにかけまして、事業名、開催日、それから回数、それから事業の趣旨、

事業費、収入見込額を記載をしておりますので、後ほどご参照いただければと思います。  

１ページに戻っていただきまして、次に、２の受託事業では、前年度と同様の２事業

で、５０万円を計上いたしております。ＮＨＫ奈良放送局との共催事業の２つの受託で

あります。  

なお、その事業の内容につきましては、５ページの一番上の表に記載をしているとお

りでございます。  

次に、３の友の会事業ですが、いかるがホールの文化事業を促進するため、友の会を

編成し、文化情報の収集、提供を行うものでございます。事業費は８２万円を計上いた

しております。  

次に、４の共通でありますが、自主文化事業、受託事業、友の会事業の共通となる経

費で、主に人件費などでございます。新年度の事業費として、１，１３３万８千円とな

っております。  

続きまして、（２）の地域の文化活動拠点の管理・運営に関する事業で、①斑鳩町文

化振興センターの管理及び運営事業でございます。  

これは、斑鳩町から指定管理者の指定を受け、斑鳩町文化振興センター、ホール部分

の管理運営を実施するもので、事業費が１億１，６４２万１千円で、その財源は、指定

管理料収益９，２８５万円と、使用料収益が２，３５７万１千円となっております。こ

の使用料収益は、公益法人会計によりまして、使用料収益を公益的目的利用事業分と公

益目的外事業分に分けて掲げており、その合算額でございます。 

１の公益目的利用に関する施設管理及び施設貸与事業は、いかるがホールを文化、福
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祉活動等の公益目的利用に貸与し、ホールを管理運営するもので、事業費１億９８３万

３千円となっております。  

２の公益目的外利用に関する施設管理及び施設貸与事業は、公益目的に使用されない

施設を、収益活動等の公益目的外利用に貸与を行うもので、事業費６５８万８千円とな

っております。  

続きまして、②の斑鳩町立図書館の管理事業であります。  

これは、斑鳩町教育委員会と管理委託契約を締結し、斑鳩町文化振興センターの図書

館部分の管理を実施するもので、事業費は１，４７８万７千円となっております。 

以上が、平成２６年度の事業計画でございます。 

続きまして、６ページをお開きをいただきたいと思います。６ページの予算書（正味

財産増減計算書ベース）について説明をさせていただきます。  

こちらは、公益目的事業会計、収益事業会計、法人会計の３会計を合算し、法人全体

の財産の増減を前年度比較したものでございます。 

平成２６年度は新たな財産の取得予定はなく、正味財産の期首残高より什器備品減価

償却額２万８千円分の減額となっているところでございます。 

次に、９ページでございます。９ページをお開きいただきたいと思います。９ページ

の収支予算書でございます。これは、従来の資金ベースでの収支予算書となっておりま

す。各費目の説明につきましては、予算書（正味財産増減計算書ベース）と重複いたし

ますので、説明は１１ページ以降の予算書（正味財産増減計算書ベース）事業区分別内

訳表により説明をさせていただきます。  

まず、１１ページをお開きをいただきたいと思います。この内訳表につきましては、

予算書（正味財産増減計算書ベース）を各会計、そして事業別、さらに、公１．公演・

文化講座事業で事業区分別にそれぞれ表示したものでございます。  

次に、１３ページをご覧いただきたいと思います。予算科目ごとにご説明を申しあげ

ます。１３ページでございます。  

まず、公１の公演・文化講座事業でございます。これは、地域住民の皆さまに文化事

業を提供し、地域文化を活性化させることにより文化振興を行う事業でございます。こ

ちらの事業は、自主文化事業、受託事業、友の会事業、共通の４つに分けて説明をさせ

ていただきます。  

まず、自主文化事業でございます。これは、財団で自主公演として開催する事業でご

ざいます。 
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１の経常増減の部、（１）経常収益、科目の②事業収益で、節の自主事業収益は予算

額１，３２２万６千円でございます。これはチケット販売収入及び講座受講料の合計と

なっております。前年度比較では、８８万８千円の増となっております。これは、主に

新しく「金剛流発祥の地 金剛流宗家 斑鳩公演」などの新規事業によるものでござい

ます。 

次に１４ページでございます。（２）の経常費用でございます。  

①の事業費は、予算額１，７０９万２千円で、節の各費用は記載のとおりでございま

す。 

各事業の内容につきましては、この資料の２ページから４ページに開催事業の概要と

して記載をしておりますので、よろしくお願いをいたします。 

続きまして、同じページの中ほど、受託事業でございます。 

これは斑鳩町から委託を受けて開催をする事業になります。  

（１）の経常収益、③受託事業収益は、予算額５０万円で、斑鳩町から委託を受けた

受託事業を開催するための費用の受入れでございます。 

（２）の経常費用、①事業費は、予算額５０万円で、各費用は記載のとおりでござい

ます。 

この事業の内容につきましては、５ページの一番上の表の開催事業の概要として記載

をいたしております。  

続きまして、１５ページでございます。友の会事業でございます。  

（１）の経常収益、⑤受取会費は、予算額８２万円で、友の会の年会費の受取りとな

っております。個人会員が５８０口、法人会員が８０口を見込んでおります。  

（２）の経常費用、事業費は、予算額８２万円で、友の会会員への案内送付等の費用

となっております。  

続きまして、１５ページの中ほどの共通でございます。  

これは公演・文化講座事業に共通でかかる収益と支出費用になります。  

（１）の経常収益、④受取補助金等は、予算額１，４９３万３千円で、斑鳩町からの

公１．公演・文化講座事業に係る補助金の受取りでございます。前年度比較では、１９

６万４千円の増となります。  

（２）の経常費用、①事業費は、予算額１，１３３万８千円で、公１．公演文化講座

事業に係る人件費となります。前年度比較では、３８万２千円の増となっております。  

続きまして、１６ページでございます。１６ページの公２．ホール管理・貸与事業で、
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斑鳩町文化振興センター、ホール部分の管理運営及び文化活動等公益目的使用に係る施

設の貸与事業となります。  

（１）の経常収益、③の受託事業収益は、予算額１，６６７万８千円で、斑鳩町から

指定管理の指定を受けました斑鳩町文化振興センターの公益目的利用による施設使用料

収益となります。前年度比較では、４０万３千円の増となります。  

（２）の経常費用、①の事業費は、予算額１億９８３万３千円で、各費用は記載のと

おりでございます。前年度比較では、４２６万８千円の増となっております。主に平成

２６年度からの消費税率の値上げによる増でございます。  

次に、１７ページでございます。公１、公２共通でございます。こちらは公益目的事

業全体に係る費用の受入れとなり、指定管理料収益と雑収益の合計となっております。  

（１）経常収益、③受託事業収益、指定管理料収益は、予算額８，７４５万１千円で

ございます。指定管理料は、公２．ホール管理・貸与事業に対する受入れでありますが、

決算におきまして収益が出れば、その収支差益を公１．公演文化講座事業の事業費の充

当することから、公益目的事業に共通する収益として共通に計上いたしております。前

年度比較では、３９９万５千円の増額となります。これにつきましても、主に平成２６

年度からの消費税率の引上げによります増でございます。  

⑥の雑収益は、予算額２４万３千円で、自動販売機や公衆電話の利用の収益で、公益

目的事業全体に共通するものでございます。 

続きまして、１８ページでございます。１８ページの収益事業等会計でございます。  

収１のホール管理・貸与事業は、収益事業等目的での施設利用に係る貸与事業となっ

ております。 

（１）の経常収益、③の受託事業収益は、予算額１，２２９万２千円で、指定管理料

として収１．ホール管理・貸与事業に係る光熱水費の受入れと、公益目的外使用による

施設利用の使用料収益となります。前年度比較では、１５万８千円の増となっておりま

す。 

（２）の経常費用、①の事業費は、予算額６５８万８千円で、公益目的外での施設利

用に係る人件費、需用費等を配賦計上したものです。各費用は記載のとおりでございま

す。前年度対比較では、２６万７千円の増となっております。  

次に、収２の図書館管理事業でございます。  

（１）の経常収益、③の受託事業収益は、予算額１，４７８万７千円で、斑鳩町立図

書館の管理に係る費用の受取りであります。  
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（２）の経常費用、①事業費は、（１）経常収益、③受託事業収益予算額と同額の１，

４７８万７千円で、各費用は記載のとおりでございます。前年度比較では、４１万６千

円の増となり、これにつきましても平成２６年度からの消費税率の引上げによる増でご

ざいます。  

続きまして、１９ページの法人会計でございます。 

（１）の経常収益、①の基本財産運用益は、予算額２万５千円で、基本財産１億円を

金融機関へ預け入れました受取利息となっております。前年度比較では、５千円の減と

なっております。 

⑤の受取補助金等は、予算額１１６万１千円で、斑鳩町からの財団運営補助となりま

す。前年度比較では、１万２千円の減となっております。  

（２）の経常費用、②管理費は、１１８万６千円となります。前年度比較では、１万

７千円の減となっております。  

以上で説明とさせていただきますが、本報告議案につきましては、去る２月２０日の

財団の理事会、また、２月２６日の財団の評議員会におきまして、いずれも承認を得て

おりますことを、あわせてご報告をさせていただきます。  

以上で、報告第２号 平成２６年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についての説

明とさせていただきます。  

よろしくご了承を賜りますようお願いを申しあげます。  

○議長（中西和夫君）  報告が終わりました。 

本案について、質疑をお受けいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西和夫君）  これをもって質疑を終結いたします。  

報告第２号、平成２６年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告についてを終わります。  

以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。  

明４日から５日までは休会、６日は午前９時から一般質問を予定しておりますので、

定刻にご参集をお願いいたします。  

本日は、これをもって散会いたします。  

ご苦労さまでした。  

（ 午後 ２時１６分 散会 ） 


